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平成３１年第１回平取町議会臨時会 （開 会 午前９時３３分）

議長 みなさんどうもおはようございます。平成３１年最初の町議会の開催にあたり
まして、一言ごあいさつを申し上げたいと思います。
（議長よりあいさつ）

町長 （町長よりあいさつ）

議長 それでは、ただいまより、平成３１年第１回平取町議会臨時会を開会します。
直ちに本日の会議を開きます。本日の出席議員は１２名で、会議は成立します。
日程第１、会議録署名議員の指名を行います。会議録署名議員は会議規則第１
２２条の規定によって、８番貝澤議員と９番高山議員を指名します。
日程第２、会期の決定を議題とします。このことにつきましては本日、議会運
営委員会を開催し協議をしておりますので、その結果を議会運営委員会委員長
より報告願います。１０番四戸議員。

１０番
四戸議員

１０番四戸です。本日召集されました第１回町議会臨時会の議会運営等につき
ましては、本日開催しました議会運営委員会におきまして協議し、会期につき
ましては本日１月２９日の１日間とすることで意見の一致を見ておりますの
で、議長よりお諮りをお願いいたします。

議長 お諮りします。ただいま議会運営委員会委員長より報告がありましたとおり、
会期は本日１日間とすることにご異議ありませんか。
（異議なしの声）
異議なしと認めます。従って、会期は本日１日間と決定しました。
日程第３、諸般の報告を行います。監査委員より、平成３０年１１月分、１２
月分の出納検査の結果報告があり、その写しをお手元に配布しておきましたの
で、ご了承願います。次に、平成３０年度財務に関する事務の執行及び経営に
かかる事業の管理状況監査の結果報告があり、その写しをお手元に配布してお
きましたので、ご了承願います。以上で諸般の報告を終了いたします。
日程第４、議案第１号平取町アイヌ工芸伝承館設置条例の制定についてを議題
とします。提案理由の説明を求めます。アイヌ施策推進課長。

ア イヌ 施
策 推進 課
長

議案第１号平取町アイヌ工芸伝承館設置条例の制定について説明をいたしま
す。１ページをお開き願います。議案第１号平取町アイヌ工芸伝承館設置条例
の制定について。平取町アイヌ工芸伝承館設置条例を次のとおり制定をする。
２ページをお開き願います。この条例につきましてはすでに建設されました新
しい民芸品共同作業場施設の必要な事項について、設置条例を制定するもので
す。第１条の趣旨については、公の施設の設置及びその管理に関する事項は条
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例で定めなければならないという地方自治法の規定に基づき設置及び管理につ
いて必要な事項を定めるものとしています。施設名としては平取町アイヌ工芸
伝承館ということで、伝統だけではなく幅広くアイヌ工芸の技術や知識などを
受け継いで後世に伝えていく意味も含め、いろいろとご意見を賜りましたが、
最終的にこのような施設名といたしました。第２条の設置ですが、アイヌ工芸
の生産性の向上と伝統工芸の継承、担い手の育成、都市と農村の地域間交流、
町民の文化活動の促進ということで、特に、都市農村につきましては、建設に
当たっての国の交付金の目的もあり、条文に入れております。第３条の名称、
愛称、位置ですが、記載のとおりとなっており、公募選考で決定した愛称のウ
レシパも条例でうたうことにいたしました。第４条の施設区分については展示
スペースから屋外の木材保管庫までのスペースについて施設区分として示して
います。第５条の管理及び運営ですが、町長は施設については常に良好な状態
で管理し、設置目的に応じて効果的に運営しなければならないとしています。
第６条の運営委員会の設置については、施設の運営に当たって関係団体の代表
者による運営委員会を設置することとし、設置条例の当初案としては考えてお
りませんでしたが、幅広く関係施設、関係団体の意見をいただきながら、施設
運営をしていきたいと考えており、運営委員会を設置することといたしました。
３ページに入りまして、第７条の事業ですが、伝統工芸の魅力を発信すること
や、人材の育成、地場木材の活用による工芸品製作、都市農村の交流事業、生
涯学習、教育活動、その他町長が必要とする認めた事業としています。第８条
の使用の許可については使用に当たっては町長の承認を受けなければならない
としています。第９条、使用の制限ということで、使用者が公の秩序、風俗を
乱すおそれがあると認めるとき、建物、施設物件に損傷、滅失その他損害を与
える恐れがあるとき、集団的、常習的に暴力的不法行為を行う恐れがある組織、
その構成員の利益になると認められるとき、その他管理運営上適当と認められ
ない時に使用の制限または停止を命ずることができるとしています。第２項は
第１項の理由により処分を受けたときに、町長はその補償の責任は負わないと
しています。第１０条、使用の停止または取り消しということで、許可条件に
違反したとき、公益上緊急使用が生じたとき、その他町長が必要と認めたとき
は使用の停止、取り消しができることとしています。第１１条から第１３条ま
では、指定管理者による管理の場合の規定で、第１１条が、町長は指定管理者
に施設の管理を全部または一部行わせることができるという規定と、第５条の
管理及び運営第８条の使用の許可、第９条の使用の制限、第１０条の使用の停
止または取り消しについて、町長とあるのを指定管理者に読みかえる規定とな
っています。続きまして、４ページをお開き願います。第１２条は指定管理者
が行う業務として、施設の利用の承認、調整に関する業務、施設の設備の維持
管理、施設及び付属施設の維持管理、施設の運営に対して町長が必要と認める
ものを指定管理者が行う業務の範囲としています。第１３条、指定管理者が行
う管理の基準ですが、平取町の指定管理者の指定手続きに関する条例第８条に
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基づき、法令遵守、善良な管理者の注意義務をもって施設の管理を行うことと
しています。第１４条の使用料金については指定管理者に使用料金を収入とし
て収受させることができる規定と、第２項は別表の額を超えない範囲で指定管
理者が定めてもよいという規定と、その場合の町長の承認、第３項では使用料
金の納入に関して定めています。使用料につきましては後ほど５ページのほう
で説明していきたいと思います。第１５条は使用料の減額免除に関する規定と
なっています。第１６条は使用料の還付ということで、基本的には還付はしな
いものとしていますが、以下の３号の理由の場合は全部を還付するとしていま
す。第１７条が原状回復の義務及び賠償について定めています。５ページに入
りまして第８条はこの条例の施行に関して必要なことは町長が別に定めること
としています。附則としてこの条例は平成３１年４月１日から施行することと
し、現行の平取町共同作業場条例については３月３１日をもって廃止すること
としています。条例第１４条に示しました使用料金について説明をいたします。
使用料金につきましては、区分Ａから区分Ｃまで設定をして、区分Ａについて
は、創作、作業をする場合のスペースと彫刻スペース、アツシスペース、染め
物などを含めた手仕事スペース、会議等をする場合の研修室１、２、機械機器
を利用する場合のレーザー加工室と機械加工室の区分に分けをしています。手
仕事仕事スペースについては染め物でガスを使用する場合を想定して、つかわ
ない場合に比べて２００円多く使用料を設定します。またレーザー加工、機械
加工については比較的電気料がかかるものについては１５００円としていま
す。備考では３時間を基本として、１時間超過に応じて使用料を徴収すること
や、暖房を利用した場合の使用料の３割増、町民以外の利用については３０割
増しとすることや端数処理について示しています。町の他の公共施設、公民館
や集会施設等については、水道料金や営利を目的とした場合の利用の設定をし
ていますけども、この施設についてはもともと生業として利用する方やあるい
は趣味的に利用する方の利用が想定されることから、営利を目的とする項目に
ついては備考にはうたわないことといたしました。区分Ｂについては、アット
ゥシの処理をする窯場と展示スペースについて料金表となっていますが、この
区分については他のエリアの利用の方法と異なることから、別に設定をしてい
ます。窯場についてはオヒョウの樹皮を煮る場合に、苛性ソーダを利用する場
合としない場合に区分けをしています。苛性ソーダを利用したものについては
そのまま排出に流すことできないので別タンクにためて、それらの汲み取り、
処分の費用もかかることから金額に差をつけています。窯場の利用燃料は利用
する方が薪を用意していただくこととしています。町民以外には３割、１０割
増しとしています。続いて６ページをお開き願います。続いて区分Ｃにつきま
しては、長期間利用する場合の料金ということでそれぞれのスペース、１か月
単位の料金となっています。これまでの共同作業場では１か月１万３７２０円
と年間では１６万を超える料金を利用者は払っており、長期利用の実態として
は２名から３名程度となっています。この施設を建設するに当たっての利用者
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の要望としては価格については現行よりも引き上げないでいただきたいという
要望もあり、実際に長期利用されている方は２、３名程度であることから、多
くの方に利用していただくには、利用しやすい、あるいは工芸制作に一歩足を
踏み出しやすい金額であること、例えば民芸組合の組合員であっても、別な仕
事を持っている方もあり、また、一般利用する方も同様で創作活動を行う時に
平日にはできないので週末あるいは夜の利用となると、限られた利用時間とな
ることから、それらを想定してこれまでよりは安い料金を設定いたしました。
備考では１１月から４月までの冬季間は暖房を入れる関係から３割増、長期利
用者が担い手の育成や体験学習を自ら実施する場合は、総額を免除、例えば機
械加工室を長期利用する方は、彫刻ブースで自らが行う体験学習を行う場合に
は料金を払わなくても良いというようにしていきたいと考えています。また、
３では、使用料に１千円を加算すると他のスペースも利用できるとし、長期利
用者の申し込みに１千円を加算すると、どこのスペースも利用可能となるとい
うかたちにしています。４では他の区分と同様に、町民以外の利用者の料金、
５は端数の処理となっています。この条例のほかに条例第１８条に基づいて施
行規則をあわせて制定することとしていまして、主な内容としては、開館、閉
館時間や休館に関すること、あるいは減額、免除に関すること、あるいは運営
委員会に関することを定めていきたいと思います。以上、説明を終了いたしま
すが、ご審議のほどよろしくお願いいたします。

議長 説明が終了いたしましたので質疑を行います。質疑はありませんか。６番藤澤
議員。

６番
藤澤議員

６番藤澤です。ただいまの説明によりますと、一般の方も使用できるように伺
いましたが、具体例を言ったほうがわかりやすいと思いますけども、例えば、
適当な丸太を円形の板状にいわゆる輪切りをするとか、あるいはそれに対して
鉋をかけるとか、せいぜいそれくらい程度の作業について、これは一般の方に
ついては指導員が付くとか、何らかのことが行われるのでしょうか。

議長 アイヌ施策推進課長。

ア イヌ 施
策 推進 課
長

そこはこれまではなかなか民芸組合の限られた方ということでしたけども、で
きるだけ一般の方に利用していただくというかたちで進めていきたいと思いま
すが、今ある機械自体が今回の整備の中ではメンテナンスをしただけというこ
とで古いということもありますので、議員がおっしゃるとおり誰かが付きなが
らというかたちで利用は可能かと思います。できればそういう体制にしていき
たいと思っています。

議長 藤澤議員。
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６番
藤澤議員

そういうことになれば申し込みと同時に、こういう内容であるから誰か付いて
いただきたいという旨を申し込みに入れなければなりませんね。そして、その
技術者が空いているときに使えるということになろうかと思いますが。

議長 アイヌ施策推進課長。

ア イヌ 施
策推進

そのようなかたちでよろしいかと思います。

議長 ほかございますか。なければ、これで質疑を終了いたします。次に討論を行い
ます。反対討論はありませんか。
（討論なしの声）
討論なしと認めます。それでは採決を行います。本案について原案のとおり決
定することに賛成の方は挙手願います。
（賛成者挙手）
挙手多数です。従って、日程第４、議案第１号平取町アイヌ工芸伝承館設置条
例の制定については原案のとおり可決しました。
日程第５、議案第２号工事請負契約の変更についてを議題とします。提案理由
の説明を求めます。建設水道課長。

建 設水 道
課長

それでは、７ページ、議案第２号、工事請負契約の変更についてご説明申し上
げます。平成３０年第２回平取町議会定例会において議決を得ました議案第２
１号奥地林道二風谷線災害復旧工事、（１号箇所）の工事請負契約の締結につい
ての一部を次のように変更したいため、議会の議決を得ようとするものでござ
います。まず請負金額でございますが、１億５４４４万円を６１６５万１８０
０円減額いたしまして、９２７８万８２００円に変更し、工事概要のうち土工
工一式、路盤工一式、排水施設工一式をそれぞれ削除するものでございます。
本箇所につきましては、平成３０年３月より復旧工事を実施しておりましたが、
平成３０年９月に発生いたしました北海道胆振東部地震により工区内に新たな
斜面の変動が生じたため、工事の継続が困難な状況になりました。そのため工
事を中止し、請負金額については出来高相当分に当たります６０．１％を精算
払いするものでございます。なお今後の予定といたしましては、新たに生じた
被災箇所と施行済み箇所への影響等を調査検討し、災害復旧事業により対策を
実施する計画でございます。以上ご説明申し上げましたのでご審議のほどよろ
しくお願いします。

議長 説明が終わりました。質疑を行います。質疑はありませんか。
（質疑なしの声）
質疑なしと認めます。次に討論を行います。反対討論はありませんか。
（討論なしの声）
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討論なしと認めます。それでは採決を行います。本案について、原案のとおり
決定することに賛成の方は挙手願います。
（賛成者挙手）
挙手多数です。従って、日程第５、議案第２号工事請負契約の変更については
原案のとおり可決しました。
日程第６、議案第３号平成３０年度平取町一般会計補正予算第１４号を議題と
します。提案理由の説明を求めます。総務課長。

総務課長 議案第３号平成３０年度平取町一般会計補正予算第１４号につきまして、ご説
明いたしますので８ページをご覧願います。第１条、歳入歳出予算の補正であ
りますが、歳入歳出にそれぞれ３億２９０３万９千円を追加し、歳入歳出の総
額をそれぞれ７０億５８７万５千円にしようとするものであります。第２項で、
歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額、並びに補正後の歳
入歳出予算の金額は第１表、歳入歳出予算補正によるとするものであります。
第２条の繰越明許費は地方自治法第２１３条第１項の規定により、翌年度に繰
り越して使用できる経費は第２表、繰越明許費によるとするものであります。
また、第３条の地方債の変更は第３表地方債補正によるとするものであります。
それでは歳入歳出事項別明細の歳出からご説明いたしますので、１７ページ上
段をお開き願います。２款１項９目企画費１９節負担金、補助及び交付金４３
４万６千円の減額であります。これは一つは生活交通確保対策事業費補助金７
６５万４千円の追加で町内を走るバス路線の乗車人数の減による運賃収入の減
少及び車両経費や燃料単価などのバス運行経費の増加によって、バス事業の赤
字が当初予算の時に比べて増加したため、町民の足の確保の観点から事業を行
う道南バス株式会社に対して、町から必要な補助金を追加交付することにより、
町内の生活バス路線の維持を図ろうとするものであります。二つ目に、同じく
民間賃貸共同住宅整備費助成金１２００万円の減額であります。これは、本年
度当初予算で計上した民間アパートの建設を促すための整備助成事業につい
て、その申請がない見通しとなったことから、予算全額の１２００万円を減額
し、９目企画費、差し引きで４３４万６千円を減額するものであります。続き
まして下段、５款１項２目農業振興費１９節負担金、補助及び交付金３８０万
円の追加であります。これは新規就農者用リース農場整備事業補助金について、
北海道の地域づくり総合交付金の補助率が、当初は事業費の２分の１に８５％
をかけたものが、このほど９６．８８％にアップする割り当て内示を受けたこ
とにより、町を経由して対象者に交付する助成金が増額することから、これに
必要な予算の追加を行うものであります。次に１８ページ上段、６款１項１目
商工総務費１１節需用費、消耗品、印刷製本費合計で２０１８万円、１３節委
託料３１５万３千円、１４節使用料及び賃借料３１２万円、２５節積立金１１
２５万６千円、１目合計３７７０万９千円の追加であります。これはふるさと
応援寄附金、いわゆるふるさと納税の当初の歳入見込み額１億円でありました
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ところ、それを３７７０万９千円上回る見通しとなったことから、これに伴い、
その全額を必要な返礼品の購入、諸経費の支払い及び基金積立金に充てようと
するものであります。続いて下段１０款２項１目林業施設災害復旧費９節旅費
５万円の増額、１１節需用費消耗品５万円の増額、１３節委託料６千万円の減
額、１５節工事請負費３億４４４４万円の増額、１目差し引き合計で２億８４
５４万円の増額であります。これは平成３０年９月に発生した北海道胆振東部
地震により大きく被災した奥地林道ヌタップ線補助災害復旧工事にかかる経費
で９節旅費は災害復旧事業にかかわる職員の出張旅費、１１節需用費、消耗品
費は災害復旧事務用品及び書籍等の購入に要する経費、１３節委託料は当初予
定した調査範囲及び調査項目に大きな変更が生じたことから、当初で計上した
予算８千万円のうち６千万円を減額するものであります。１５節工事請負費３
億４４４４万円の増額は、奥地林道ヌタップ線補助災害復旧工事、６か所にか
かる経費で補助率は９９．８％となっており、今後３か年をかけて、全体で１
６００メートルの復旧を図るもののうち、一部７７６メートルの工事を行うも
のであります。次に１９ページ、１０款３項１目その他公共施設災害復旧費１
１節需用費修繕料１６２万３千円、１３節委託料２４７万３千円、１５節工事
請負費３２４万円、合計７３３万６千円を追加するものであります。１１節需
用費、修繕料は、平成３０年９月の胆振東部地震により損傷した振内鉄道記念
館の浄化槽、貫気別生活館の集会室天井、長知内ふれあいセンターの体育室天
井及び換気扇の改修、修繕を行うものであります。１３節委託料は胆振東部地
震直後にふれあいセンターびらとりの建物外壁タイルの一部を修繕した際に、
外壁の広範囲にタイルが剥離する恐れがあることが発見されたことから、外壁
全体の被災状態を調査するための委託料であります。１５節工事請負費は同じ
く胆振東部地震により損傷した本町の平和塔の復旧工事を施すものでありま
す。歳出は以上です。次に歳入についてご説明いたしますので、１３ページ上
段をご覧願います。１０款１項１目地方交付税１節地方交付税２７７万９千円
であります。これは地方交付税交付金のうち、普通交付税が既定予算に比べて
増額する見込みとなったことから、これを、本補正予算の財源に充てるもので
あります。次に下段、１５款２項４目農林水産業費道補助金１節農業費補助金
３８０万円の追加であります。これは歳出１７ページ下段でご説明いたしまし
た新規就農者用リース農場整備事業補助金に関して、北海道地域づくり総合交
付金、リース農場整備分の補助率が上がったことにより、事業主体である町に
追加して交付されるものであります。次に１４ページ上段、１５款２項８目災
害復旧費道補助金１節農林水産業施設災害復旧費補助金３億１３７５万１千円
の追加であります。これは歳出１８ページ下段でご説明いたしました奥地林道
ヌタップ線補助災害復旧工事に対して国から北海道経由して補助されるもの
で、工事費から委託料減額の半額３千万円を差し引いた残りに９９．８％の補
助率を掛けた金額が町に交付されるものであります。次に、１４ページ下段、
１７款１項１目寄附金１節寄附金３７７０万９千円であります。これは、歳出
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１８ページ上段でご説明いたしましたふるさと応援寄附金で、年間の当初の予
算に比べて、増加する見込みの金額を歳入に計上するものであります。次に１
５ページ上段、１８款１項１目１節平取町財政調整基金繰入金３００万円の減
額は平成３０年９月の予算補正の際に、歳出１８ページ下段の奥地林道ヌタッ
プ線災害復旧事業調査設計委託料６千万円の半額の３千万円のうち、その９
０％、２７００万円の起債分を差し引いた残り１０％、３００万円の財源を町
の財政調整基金に求めておりましたが、この委託料をこの度減額することによ
り、同額を財政調整基金に戻す措置をとるものであります。続いて下段、１８
款１項２目１節沙流川ダム地域振興基金繰入金１２００万円の減額は歳出１７
ページの上段、民間賃貸共同住宅整備費助成金１２００万円を減額することに
より、当初予算において、その財源であった沙流川ダム地域振興基金繰入金に
同額を戻す措置をとるものであります。次に１６ページ上段、２１款１項１目
総務債１節総務債７６０万円であります。これは歳出１７ページ上段でご説明
いたしました道南バスに対する生活交通確保対策事業補助金のうち７６０万円
を過疎対策事業債として借り入れるもので、元利償還額の７０％が交付税算入
されるものであります。続きまして１６ページ下段、２１款１項１０目災害復
旧債１節農林水産業施設災害復旧事業債２６４０万円の減額、３節その他公共
施設災害復旧事業債４８０万円の増額、１０目差し引き２１６０万円の減額で
あります。２節は歳出１８ページ下段の奥地林道ヌタップ線災害復旧事業調査
設計委託料６千万円の減額のうち、半額の９千万円の９０％に当たる２７００
万円の減額から災害復旧事業費のうち、補助金６０万円を差し引いた残り２６
４０万円の減額、３節は歳出１９ページの１１節需用費、修繕料のうち１６０
万円に１５節の工事請負費のうち３２０万を加えた合計４８０万円を単独災害
復旧債として借り入れるもので、元利償還額の約８０％が交付税算入措置され
るものであります。歳入歳出事項別明細は以上であります。次に１０ページ、
第２表繰越明許費をご覧願います。今回の補正の中には、平成３０年度の年度
末までに執行できないものがあることから、これを平成３１年度に繰り越そう
とするものであります。１０款２項奥地林道二風谷線災害復旧事業２千万円は、
胆振東部地震の直後の平成３０年９月７日に専決処分で予算補正した調査設計
委託に関するもので、地すべり等の発生によって現地調査にさらに時間を要す
ることから、この予算を平成３１年度に繰り越そうとするものであります。１
０款２項奥地林道ヌタップ線災害復旧事業３億４４４４万円は歳出１８ページ
下段でご説明したものですが、当該工事が平成３０年度末までに完了する見込
みがないことから、これを平成３１年度に繰り越そうとするものであります。
１０款３項平和塔災害復旧事業３２４万円は、歳出１９ページでご説明いたし
ましたが、当該事業が平成３０年度末までに完了する見込みがないことから、
これを３１年度に繰り越そうとするものであります。次に１１ページ、第３表、
地方債補正をご覧願います。第３表地方債補正は、起債の目的、補正前と後の
限度額、補正後の起債の方法、利率、償還の方法を、それぞれ明示したもので
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あります。起債の目的は一つには生活交通確保対策事業で、補正前の限度額１
９５０万円に、歳入１６ページ上段でご説明いたしました過疎対策事業債７６
０万円を加え、限度額を２７１０万円とするものであります。起債の目的のも
う一つは災害復旧事業で、補正前の限度額１億９６６０万円に、歳入１６ペー
ジ、下段でご説明いたしました災害復旧事業債の補正額２１６０万円を減額し
旧事業の補正後の限度額を１億７５００万円とするものであります。次に、２
０ページの地方債の前々年度末における現在高、並びに前年度末及び当該年度
末における現在高の見込みに関する調書をご覧願います。前々年度、平成２８
年度末現在高、前年度２９年度末の現在高見込み額並びに当該年度３０年度末
の現在高見込みにつきましては、それぞれ記載のとおりであります。以上、議
案第３号平取町一般会計補正予算第１４号につきまして、ご説明申し上げまし
たので、ご審議のほどよろしくお願い申し上げます。

議長 説明が終わりましたので質疑を行います。質疑はありませんか。１１番千葉議
員。

１１番
千葉議員

１１番千葉。歳出の１７ページ、２款１項９目１９節の負担金補助及び交付金
の中にございます生活交通確保対策事業費補助金についてでありますけども、
議運の中でも説明を受けたんですけども、利用者の減によって道南バスのほう
にやっぱり一定の補助を歳出すると。その要因はやっぱり利用者減ということ
は少なからずとも全体的な社会情勢の変化もあるとは思うんですけども、やは
り一つにはやっぱり町の運行している福祉バスの運行、それからデマンドバス、
今見直しちょっとかけていくようでございますけど、この運行も大きく要因と
してあるのかなというふうに思っていまして、そうなってくると今回補助金を
求めて歳出にまわす７０％ほど交付金として戻ってくるにせよ、こんなことず
っと繰り返していくということにはどう考えてもやっぱり不合理で、ちょっと
自分としては納得いかない部分があるんですよね。今回のこの補正に対しては、
結果としてこういうかたちで補正予算として求めたということに対しては何も
ありませんけども、今後のやはり町全体の交通網の見直しに対して、どのよう
に考えていくのかなというその部分でのご意見と、あるいはその考え方、私は
相当急がなくてはいけないなというふうに思っていますけども伺っておきたい
と思います。

議長 まちづくり課長。

ま ちづ く
り課長

ただいまのご質問ですけれども、その件に関しましては、昨年１２月に開催し
ました全員協議会でもご説明を申し上げましたけれども、道南バスの赤字補て
ん分については年々多くなってきているというのは事実でございます。これに
ついてはうちの町ばかりではなくて、管内各町増えてきているということもあ
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りますので、今後についてはバスの運行本数だとかの見直し等も含めて、うち
の町ばかりではなく隣町日高町だとかにも影響してきますのでそちらと連携し
ながらその辺も協議していきたいと思っています。またデマンドバスにつきま
しても、利用者が段々減ってきている状況もございますので、これについても
今後の運行について見直しをしていきながら、町全体の公共交通のあり方とい
うのを検討していきたいということで、今デマンドバスのほかに社会福祉バス
びらっくる、それからスクールバス等も走っておりますので、それら一元的に
どういう運行がいいかということで検討していきたいなというふうに考えてお
ります。

議長 千葉議員。

１１番
千葉議員

今まちづくり課長の答弁聞いても多少は、私例えば、大きな路線として国道を
通って幹線の路線を使って町と町をつなぐ、いわゆる空港まで行くよとか札幌
まで出るよというその部分では、他町との連携は私はもう当然必要かなという
ふうに考えています、私自身もね。ただ町内にあっての、例えば貫気別方面か
らどうやって治療のほうに持っていくのか、あるいはその病院とか買い物の利
用に対してどうなのかとか、詳細やっぱり調査をきちんとしてもらいたいんで
すよね。私は他町との関係、特に道南バスの路線に関係している部分というの
は単町では当然いろんな改革はできないとも思っていますし、その分は何もな
いんですよ。ただ金額的に今年この補正を組むと、やっぱり先ほど聞いたら当
初予算の１９５０万円プラス７６０万円ということはもう２７００万円強の歳
出があるわけですよね。この部分はやっぱり原点に返って、色んなバス、さっ
きスクールバスの話も出ていましたけども、これはやっぱり早急に変えていか
ないと、毎年毎年こんなことで補正を積み上げていくということには私はなら
ないというふうに考えているんですよね。その辺やっぱりしっかり捉えてもら
わないと、大きな、さっき言ったように町へ出ていく、札幌まで行くよとか空
港まで行くよという部分の路線バスはまた別問題ですけども、その辺どうなん
でしょうね、考え方。

議長 まちづくり課長。

ま ちづ く
り課長

路線バスについてですけれども、これについては色々バスのつなぎの関係もあ
りまして、町内、例えば貫気別へ行ったバスがまた戻ってきて、それが富川町
へ行って、それが日高町へ行ってというようなバス会社の都合と言いますか、
運行の方式がありますので、それらも色々こちらのほうで見ながら、乗ってい
るバス、乗っていないバスというのもある程度、データとしていただいてると
ころもありますので、その辺でこちらのほうとしてもあまり利用の少ないバス
については今後影響ない範囲で減便していただくだとか、あと違うところのバ



- 11 - 

スの時間を変更して貰うということは道南バスとも協議しながらやっていきた
いなというふうには考えております。

議長 千葉議員。

１１番
千葉議員

最後の質問になりますけれども、私やっぱりもう一度原点に返ってというか、
紐解いて見直す時間的なものというやっぱり早めてもらいたい。やはりさまざ
まな障害のあることもあろうかなというふうには思っているんですよ。思って
いますけども、やはり、こういったかたちで支出を重ねていく、補正を組んで
いくということにはならない。最後に、もし理事者側の町長、副町長あたりの
意見がありましたら伺っておきたいと思います。

議長 町長。

町長 ご答弁申し上げたいと思います。現在スクールバス、あるいは道南バス、ある
いは福祉バス、デマンドバス等々に一般財源投入しているのは約１億２千万ほ
ど、一般投入をしてございます。それで今後の交通網の方向性というか、あり
方については、これはもう本当に早急にやらなければならないということで、
前々からいろんな縦割りのなかで行っているこの足の確保については、できる
だけ一元管理をしながら最小の経費で最大の効果があがるようなかたちのこと
を考えていかなければならないというふうに考えておりますし、千葉議員の申
されたように、隣町あるいは苫小牧、あるいは札幌方面につながる幹線バスに
ついては、これはどうしてもなくすことはできませんけれども、それ以外の枝
線、町内を走るバスについては、これはやはりデマンドバスあるいは福祉バス、
あるいは病院のバスも走っておりますけれども、これもやはり合理的に一元管
理するなかで効果を上げて参りたいというふうに考えておりますので、新年度
に入りまして早急にそういった対応をして参りたいというふうに思っておりま
すのでよろしくお願いしたいと思います。

議長 ほかございませんか。なければ、これで質疑を終了します。次に、討論を行い
ます。反対討論はありませんか。
（討論なしの声）
討論なしと認めます。それでは採決を行います。本案について、原案のとおり
決定することに賛成の方は挙手願います。
（賛成者挙手）
挙手多数です。従って、日程第６、議案第３号平成３０年度平取町一般会計補
正予算第１４号は原案のとおり可決しました。
日程第７、議案第４号平成３０年度平取町国民健康保険特別会計補正予算第３
号を議題とします。提案理由の説明を求めます。町民課長。
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町民課長 議案第４号平成３０年度平取町国民健康保険特別会計補正予算第３号について
ご説明いたします。２１ページをお開きください。平成３０年度平取町国民健
康保険特別会計補正予算第３号は次に定めるところによるものでございます。
歳入歳出予算の補正でありますが、第１条は歳入歳出予算の総額に歳入歳出そ
れぞれ５３００万円を追加し歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ７億９６
２７万４千円とするものでございます。２項は、歳入歳出予算の補正の款項の
区分及び当該区分ごとの金額、並びに補正後の歳入歳出予算の金額は「第１表
歳入歳出予算補正」によるものでございます。それでは事項別明細書の歳出か
らご説明いたしますので、２５ページをお開きください。２款保険給付費にお
いては、本年度分の医療費動向を踏まえた所要額の調整をお願いするもので、
高額な治療を行った被保険者が多数発生したことにより、予算を上回る見込み
となったためでございます。１款１項一般被保険者療養給付費では４１００万
円を追加いたします。２項１目一般被保険者高額療養費では１２００万円を追
加いたします。次に歳入についてご説明いたします。２４ページをお開きくだ
さい。４款１項１目保険給付費等交付金５３００万円を追加いたします。今年
度分の医療費の状況による交付金の補正をお願いするものでございます。以上
で議案第４号の説明とさせていただきます。ご審議のほどよろしくお願いいた
します。

議長 質疑を行います。質疑はありませんか。
（質疑なしの声）
質疑なしと認めます。次に討論を行います。反対討論はありませんか。
（討論なしの声）
討論なしと認めます。それでは採決を行います。本案について原案のとおり決
定することに賛成の方は挙手願います。
（賛成者挙手）
挙手多数です。従って日程第７、議案第４号平成３０年度平取町国民健康保険
特別会計補正予算第３号は原案のとおり可決しました。
日程第８、議案第５号平成３０年度平取町後期高齢者医療特別会計補正予算第
１号を議題とします。提案理由の説明を求めます。町民課長。

町民課長 議案第５号平成３０年度平取町後期高齢者医療特別会計補正予算第１号につい
てご説明いたします。２６ページをお開きください。平成３０年度平取町後期
高齢者医療特別会計補正予算第１号は次に定めるところによるものでございま
す。歳入歳出予算の補正でありますが、第１条は歳入歳出予算の総額に歳入歳
出それぞれ４２８万８千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ
８２６８万６千円とするものでございます。２項は歳入歳出予算の補正の款項
の区分及び当該区分ごとの金額、並びに補正後の歳入歳出予算の金額は「第１
表 歳入歳出予算補正」によるものでございます。それでは事項別明細書の歳出
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からご説明いたしますので、３０ページをお開きください。今回の補正の目的
は、後期高齢者医療保険料収入が増額となることから補正し、同額を後期高齢
者医療広域連合へ納入するものでございます。２款１項１目後期高齢者医療広
域連合納付金に４２８万８千円を追加いたします。次に歳入についてご説明い
たします。２９ページをお開きください。１款１項１目特別徴収保険料１節現
年度分に５４万６千円を追加いたします。１款１項２目普通徴収保険料１節現
年度分に３８８万８千円を追加いたします。同２節滞納繰越金分を１４万６千
円減額いたします。２目合計で３７４万２千円、１款合計では４２８万８千円
の追加となります。先ほどご説明したとおり、保険料収入が予算額を上回るこ
とから、今回補正し、後期高齢者医療広域連合へ保険料を納入するものでござ
います。以上で議案第５号の説明とさせていただきます。ご審議のほどよろし
くお願いいたします。

議長 質疑を行います。質疑はありませんか。
（質疑なしの声）
質疑なしと認めます。次に討論を行います。反対討論はありませんか。
（討論なしの声）
討論なしと認めます。それでは採決を行います。本案について原案のとおり決
定することに賛成の方は挙手願います。
（賛成者挙手）
挙手多数です。疑って日程第８、議案第５号平成３０年度平取町後期高齢者医
療特別会計補正予算第１号は原案のとおり可決しました。
日程第９、行政報告を行います。一つ目といたしまして要望経過報告について、
二つ目としてＪＲ日高線の協議経過について。町長。

町長 それでは１点目の要望経過報告についてご報告を申し上げます。要望項目、高
規格幹線道路日高自動車道の整備促進についての要望でございます。要望先は、
国土交通大臣、副大臣、政務官、国土交通事務次官、北海道局長ほかでござい
ます。要望合併は１月２４日、要望者は高規格幹線道路日高自動車早期建設促
進期成会並びに日高総合開発期成会として、管内７町長でございます。日高自
動車道の整備促進については、ご承知のとおり、門別本町から厚賀間の１４．
２キロの区間については、昨年の４月２１日に供用開始したところでございま
す。現在、日高厚賀インターチェンジから静内間の１６．２キロの工事中でご
ざいます。高規格幹線道路日高自動車道については、地域間の交流拡大をはじ
め農産物等の物流や観光圏域の拡大、あるいは移住定住の促進など、ストック
効果を発揮するためにも、重要な社会資本整備でございます。特に静内インタ
ーチェンジから三石間の２２キロについては、国道通行止め時の迂回ルートと
なる道道につきましては、冬季間通行止めとなることから、計画段階評価の早
期着手、いわゆる事業化について緊急に要望したところでございます。１点目
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の関係については終わります。２点目につきまして、ＪＲ日高線の協議経過に
ついて、ご報告申し上げたいと思います。昨年の１２月２５日開催の臨時町長
会議におきまして、道の担当者から１２月２４日に開催されました第５回の６
者会議、これは国、道、市長会、町村会、ＪＲ北海道、ＪＲ貨物、この６者会
議におきまして、ＪＲへの支援のうち、地方からの負担につきまして、地方財
政措置などのスキームのあり方を協議してまいりましたが、これらについては
調整がつかなかったということから、３１年度の要求を取り下げたことが報告
されております。また国がＪＲ北海道を支援する根拠となります国鉄の清算事
業団債務等処理法が２０２０年に期限を迎えるため、今後は２年後の法改正に
向けて努力することになりまして、２年間は地財措置が見送られたところでご
ざいます。国では黄色線区への支援は考えておりますが、日高線のような、赤
線区への支援はしない方針が示されたところでございます。また１１月１７日
に臨時町長会議を再び開催をいたしまして、このときは全線鉄道復旧を断念し
て、鵡川から全面バス転換、あるいは日高門別まで鉄路を復旧し、日高門別か
らのバス転換という２案に絞った結果について、これらについて各町に持ち帰
りながら議会と調整状況を確認したところでございます。管内７町のうち、浦
河町が全線復旧、休線というかたちでも残せないかという意向でございました。
残り６町については、２案に絞ることでまとまったところでございます。町村
会としては、多数決による決定は避けるべく、改めて臨時町長会議の結果を受
けて、浦河町において再協議することといたしました。その結果として、昨日、
１月２８日の臨時町長会議におきまして、浦河町につきましては全線鉄路の復
旧を求める意向を改めて示したところでございます。このことについてはこれ
まで４年間にわたり協議を重ねてきたこと、また、被災を受けた護岸も、この
まま放置されればさらに土砂が侵食され、海に流出するなど漁業に甚大な影響
が出てきていることなどから、多数決もやむを得ないとの意見も出ましたけれ
ども、日高管内全体の将来の交通のあり方を見据えながら、再度、浦河町に持
ち帰り、協議をしてもらうこととなりました。なお、護岸の件については、鉄
道が廃止にならなければ、国土保全、いわゆる建設護岸として整備することが
難しいという見解でございましたけれども、この度の会議におきまして、全線
バス転換への合意条件が整えば、ＪＲ北海道として護岸の補修等を全面的に行
うことで、新たな方針が提案されたところでございます。以上で報告を終わら
せていただきます。

議長 休憩します。４５分再開いたします。

   （休 憩 午前１０時３２分）
   （再 開 午前１０時４５分）

議長 再開します。続きまして３番目といたしまして、第６次平取町総合計画実施計
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画ローリングについて報告願います。まちづくり課長。

ま ちづ く
り課長

それでは私のほうから第６次平取町総合計画の平成３１年度から３３年度まで
の事業実施計画のローリングについてご説明いたします。このローリングにつ
きましては、社会情勢や、経済状況の変化に対応するため、毎年、向こう３年
間の事業計画を見直しながら事業を進めていくということで行っております。
まず、説明の順番ですけれども、はじめに、事前にお配りしております各会計
の財政計画について、それぞれの担当からご説明させていただきたいと思いま
す。そのあとに各事業について、説明をしていきたいと考えております。それ
では財政計画の説明に入りたいと思いますが、その前にこれまでの総合計画審
議会の経過等をお知らせいたします。今回の実施計画のローリングにつきまし
ては、昨年１１月２２日に審議会を開催し、その後、１１月２８日から１２月
１７日にかけまして、各自治会で説明会を開催し、ご意見等を伺っております。
そして、１月１１日に開催しました審議会でご審議いただき、１月１５日に答
申されております。本日は１月１５日に答申されました、事業実施計画の内容
についてご説明申し上げ、ご意見を賜りたいと存じますのでよろしくお願いし
ます。資料といたしまして、審議会や自治会の説明会でいただいた意見等をま
とめたものについても配布させていただいておりますので、ご一読いただけれ
ばと存じます。それでは一般会計の財政計画からご説明申し上げたいと存じま
すけれども、内容につきましては、来年度予算の基礎となります平成３１年度
の数値を主に説明させていただきたいと思います。また５月に元号が変わりま
すけれども、便宜上平成の年度で説明させていただきますのでご了承をお願い
いたします。それでは資料の４７ページ目をご覧ください。まず１番の町税に
ついては、平成３１年度は５億２１００万円の計上となっており、これは、３
０年度の決算見込みの数字をもとに推計しております。２番の地方譲与税と３
番の交付金は３０年度の交付金の決算見込みや、来年度の地方財政計画の状況
から推計し、譲与税については７１００万円、交付金につきましては１億２７
００万円と前年とほぼ同額で計上しております。次に、４番の普通交付税は、
現在把握可能な単位費用等によりまして、各年度の推計により算出した数値と
なっておりますけれども、３０年度の決算見込みでは２５億１００万円ほどと
見込んでおり、前年対比で１．８％の減となっております。３１年度につきま
しても、今年度と同程度の減額が予想されるため、２４億８８５５万円で計上
しております。３２年度以降については、交付金の算定額が毎年不確定なため、
３１年度の金額を基本といたしまして、毎年２４億６３６０万円として計上し
ております。５番の特別交付税につきましては、平成３０年度決算見込みを４
億円と見込んでおりますけれども、これは災害分が含まれておりますので、３
１年度から３億２千万円ということで計上しております。６番の分担金負担金
は、主に保育料等を計上しており、３１年度以降、毎年２２５０万円を計上し
ております。７番の使用料、手数料については、主なものに町営住宅や排水処
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理施設使用料などがあり、毎年度約１３００万円を見込んでおります。８番の
国庫、道支出金につきましては、障がい者自立支援給付金負担金や、常設保育
所運営費など経常的な経費の交付見込み額と、後ほど説明いたします事業費に
かかる国、道からの補助金等をあわせて計上しております。平成３０年度決算
では１２億９７００万円を見込んでおり、３１年度につきましては、経常的な
事務事業に対する国、道の負担金補助金と、投資的事業に対する補助金等を個
別に積み上げて７億８１５６万円と見込んでおります。９番の財産収入につい
ては、町の土地や町営住宅以外の建物などの貸付料や町有林の流木の売り払い
代などがありますけれども、３１年度は７１４５万円を計上しております。１
０番の繰越金は、前年度の歳入と歳出の余剰金として各年度５千万円程度を見
込んでおります。１１番の寄附金については、一般的な寄附のほか、ふるさと
納税を合わせて３１年度は８６００万円を計上しており、３２年度以降につき
ましては、毎年８千万円を計上しております。１２番の諸収入につきましては、
通常、毎年のように見込める貸付金元利収入のほか、投資的な事業を行う場合
に見込める補助金以外の収入を個別に算出して計上しており、平成３１年度は
１億７８９５万円を見込んでおります。１３番の基金繰入金につきましては歳
出に対する財源が不足する場合に、基金から一般会計に繰り入れて財政運営を
しておりますけれども、３１年度は２億４５５５万円を充当する計画となって
おります。１４番の町債につきましては上段に記載しました計上分につきまし
ては、地方交付税的な性格を持ちます臨時財政対策債の額で３１年度は１億２
５３３万円を計上しております。下段の投資分については、後ほど説明します
各種事業に充当する起債となっておりまして、３１年度につきましては、５億
９２８０万円を計上しており、主に交付税に算入されます過疎債となっており
ます。続きまして歳出についてご説明申し上げます。１番の人件費につきまし
ては、町の採用計画等を基本に推計しておりまして、平成３１年度は１０億４
２６０万円と計上しております。２番の物件費につきましては、臨時職員等の
賃金や需用費、役務費、委託料、各種使用料など多くの種類の経費がここに計
上されておりますけれども、平成３１年度は８億４０２０万円ほど計上してお
ります。３番の維持補修費ですけれども、３０年度の決算見込みでは、８８０
０万円ということですけれども、３１年度以降につきましては、８５００万円
ということで毎年度計上しております。４番の扶助費は障がい者や高齢者、子
育て世代の医療費などの支援を行うための経費でございますけれども、３１年
度は４億４２１６万円を見込んでおります。５番の補助費については各年度衛
生組合や消防組合の負担金や各種団体や施策推進のための補助金などを計上し
ております。３１年度は５億５８９２万円でそれ以降もほぼ同額ということで
推計しております。６番の公債費につきましては、新規起債等を見込みまして、
償還台帳数値から推計しております。３１年度は６億３４５０万円を見込んで
おります。３２年度以降につきましては、投資的事業の増加に伴い、増加して
いく見込みでございます。７番の積立金につきましては、基金利息及び条例積
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立を見込んでおりますけれども、３１年度はふるさと納税の増分を加味して、
２２９５万円ということで計上をしております。８番の貸付金等については、
商工関係の中小企業関係融資預託金や奨学資金貸付金など、今年度の実績見込
み額から３１年度から３３年度につきましては、４２００万ということで計上
をしております。９番の繰出金につきましては、この後ご説明いたします国保、
後期高齢、介護保険、水道、病院の特別会計への一般会計からの繰入金の総額
で３１年度は５億９０８８万円ほど計上しております。１０番の投資的経費は、
これも後ほどご説明いたします事業実施計画の総額の１５億５２４６万円を計
上しております。これらの歳入歳出の内容によりまして、平成３１年度の予算
規模は、総合計画ベースで５８億１１７０万円になるという見込みになってお
ります。それからその下の欄の基金残高でございますけれども、これは各年度
の事業執行に必要な財源を取り崩した場合の残高を記載しております。第６次
総合計画の最終年度であります３７年度末では、１０億３６７０万円というこ
とになるという推計になっておりまして、昨年度お示ししました数字とほぼ同
額ということになっております。またその下の欄の起債残高でございますけど
も、これにつきましては３７年度末で６８億７９６０万円ほどになると推計に
なっています。以上で一般会計の財政計画について説明を終わりますけれども、
ご覧のとおり、町の財政はまだまだ厳しい状況となっておりますので、今後と
も事業内容を精査しながら計画を見直していきたいというふうに考えておりま
す。以上です。

議長 町民課長。

町民課長 それでは平取町国民健康保険事業特別会計、平取町後期高齢者医療事業特別会
計、平成３１年度財政収支推計についてご説明いたします。最初に国民健康保
険事業特別会計からご説明いたします。４９ページをお開きください。国民健
康保険事業特別会計は、医療保険会計であり、国民健康保険被保険者が病院等
にかかった際に、医療費の１割から３割の自己負担額を支払い、残りの医療費
をこの国民健康保険事業特別会計より支払っております。それでは収支内容に
ついて歳入からご説明いたします。１、国民健康保険税ですが、国民健康保険
事業費納付金として６、繰入金①一般会計繰入金とあわせて道へ納付するもの
で①医療給付費１億３７１５万１千円、②後期高齢者支援金４０９４万８千円、
③介護納付金２００４万９千円で合計１億９８１４万８千円を計上いたしてお
ります。２、使用料及び手数料と３、国庫支出金は共に１千円を計上いたして
おります。なお、医療給付費交付金、前期高齢者交付金につきましては、平成
３０年度に予算科目が廃止となっております。４、道支出金ですが、①普通交
付金４億５２５７万円、②特別交付金１８６３万１千円、③財政安定化基金交
付金１千円、合計で４億７１２０万２千円を計上いたしております。共同事業
交付金については平成３０年度に予算科目が廃止となっております。５、財産
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収入ですが、基金利息として１千円の計上です。６、繰入金ですけれども、①
一般会計繰入金は４３７４万１千円の計上です。内容ですが、国民健康保険事
業特別会計の事業運営費繰入分、保険基盤安定事業繰入分、出産育児一時金等
繰入金分で国の法定ルールに基づいた一般会計繰入金でございます。②基金繰
入金は１千円の計上で、合計４３７４万２千円です。７、繰越金ですけれども
１千円を計上いたしております。８、諸収入は、雑入等で５千円を計上いたし
ております。歳入合計で７億１３１０万１千円でございます。次に歳出につい
てご説明いたします。１、総務費ですけれども、国民健康保険事業特別会計の
運営に要する経常的経費で１２００万円を計上いたしております。２、保険給
付費ですけども、平取町の国民健康保険被保険者が医療に要した費用のうち、
平取町が直接医療機関へ支払うもので、出産育児一時金、葬祭費を含めて４億
５２５７万２千円を計上いたしております。３、国民健康保険事業費納付金、
①医療給付費１億６２２５万１千円、②後期高齢者支援金５１９１万１千円、
③介護納付金２２６０万７千円、合計で国民健康保険事業費納付金２億３６７
６万９千円を計上いたしております。４、共同事業費諸事業拠出金、５、財政
安定化基金拠出金ですけれども、共に１千円の計上です。○の後期高齢者支援
金から介護納付金については、平成３０年度より科目が廃止となっております。
６、保健事業費ですけれども、特定健康診査、特定保健指導などの経費で４０
０万円の計上です。７、基金積立金ですけれども、基金の利息でございまして
１千円の計上です。また８、公債費についても１千円の計上でございます。９、
諸支出金ですけれども、直診施設に対する繰出金で救急患者受入支援事業等に
４５０万３千円を計上いたしております。１０、予備費で１００万円を計上い
たしまして、繰出金合計額７億１０８４万８千円で、歳入歳出差し引きますと、
翌年度繰越金２２５万３千円でございます。次に後期高齢者医療特別事業会計
についてご説明いたします。５０ページをお開きください。平成２０年４月よ
りスタートした後期高齢者医療制度ですけれども、北海道後期高齢者医療広域
連合が主に制度運営を行い、市町村は主に窓口業務を行います。市町村が対象
者から保険料を徴収し、広域連合に保険料を納付する仕組みとなっております。
それでは歳入についてご説明いたします。１、後期高齢者医療保険料ですけれ
ども、北海道後期高齢者医療広域連合で算出し、総医療費から窓口で支払う患
者負担額を差し引いた額の約１割を保険料で賄います。２年に１度保険料の改
定により平成３１年度、改定され５３８９万２千円を計上いたしております。
２、使用料及び手数料は１千円といたしております。３、国庫支出金ですけれ
ども、平成３１年度はシステムの改修予定はありませんので、予算の計上はあ
りません。４、繰入金ですけれども、３４４４万円を計上、内訳は一般会計か
らの事務費繰入金、後期高齢者医療特別会計事業会計の事業運営及び広域連合
事務費負担金となっております。保険基盤安定負担金でございます。５、繰入
金は１千円、６、諸収入は４千円を計上いたしております。以上歳入合計で８
８３３万８千円でございます。次に歳出についてご説明いたします。１、総務
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費ですけれども、後期高齢者医療事業特別会計の事業を運営するのに必要な経
常的経費で６５０万５千円の計上でシステム機器の保守点検等及び更新にかか
る費用でございます。２、後期高齢者医療広域連合納付金ですけれども、広域
連合事務費負担金分、保険基盤安定費負担金分及び後期高齢者医療保険料分の
支払いで８１４３万円の計上となっております。内訳は広域連合事務費負担金、
後期高齢者医療保険料、保険基盤安定費負担金でございます。３、諸支出金等
ですけれども、保険料還付金等で３千円の計上となっております。予備費は４
０万円を計上いたしております。歳出合計８８３３万８千円で、歳入歳出差し
引き額０円でございます。以上で国民健康保険事業特別会計、後期高齢者医療
事業特別会計の説明を終わります。

議長 続きまして保健福祉課長。

保 健福 祉
課長

続きまして介護保険特別会計の財政推計についてご説明いたします。５１ペー
ジをお開きください。介護保険事業につきましては平成３０年度から第７期の
計画が始まり、この計画に沿って事業を進めているところです。まず歳入です
が、１の介護保険料につきましては、６５歳以上の方から納付をいただく、第
１号被保険者の納付分です。基準保険料の増加、法の改正等によりまして、３
０年度から増えております。今後も高齢化の進展により増加すると見込んでい
ます。使用料及び手数料につきましては、保険料の督促手数料です。次の国庫
支出金、支払基金交付金、道支出金につきましては、歳出における各種給付金、
地域支援事業などに要する費用についてそれぞれ法の定めによる割合で負担す
るものです。将来的に増加傾向と見込んでいます。次の６の財産収入は、基金
積立金の利息相当分です。７の繰入金ですが、①の一般会計繰入金につきまし
ても法で定める一定の負担額、基準に基づく町からの繰り入れ分です。②の基
金繰入金につきましては、介護保険料の軽減分としまして平成３０年度以降、
毎年５００万円ずつの基金からの繰り入れを見込んでいます。その他繰越金は
５０万円、諸収入はその他雑入としまして、この通り計上しているところです。
次に歳出ですが総務費は介護保険事業運営に要するシステム管理、介護認定審
査会等の経費です。続きまして、２の保険給付費ですが、介護サービスとして
のホームヘルパー派遣、デイサービス、短期入所などまた老人福祉施設入所分
の給付費のほか、地域密着型サービスやケアプラン作成などにかかる経費です。
今後対象者が増えると予想されることから、年々増加すると見込んでいます。
続きまして３の地域支援事業費ですが、これは要支援者１、２の方々を対象と
しまして、ヘルパー派遣やデイサービス、認知症対策事業、食の自立支援事業、
そういう経費で来年度以降３５００万円程度を見込んでいます。このほか５の
基金積立金、６の公債費、また７の諸支出金、予備費ということで、各年度の
歳入歳出につきましては表のとおり推計しているところです。なお基金につき
ましては、保険料軽減分として、毎年繰り入れしていますが、平成３０年度末
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で２６００万円ほどの残高となる見込みです。以上です。

議長 続きまして、建設水道課長。

建 設水 道
課長

それでは５２ページ、簡易水道特別会計財政推計についてご説明申し上げます。
平成３１年度を中心に説明していきたいと思います。まず、歳入の１、使用料
ですけども、これは皆様からいただいている水道料金でございまして、平成３
１年度において１億３２４５万円を見込んでおります。２、手数料ですけれど
も、これは民間でやる水道工事に対しての工事審査手数料とかということで２
０万円。３、国庫支出金ですけれども、これ、水道事業にかかる整備に充てる
補助金ということで、２４００万円を見込んでおります。４、繰越金ですけれ
ども例年通り５０万円を見込んでおります。５、繰入金ですけどもこれは水道
会計で不足する分を一般会計からの繰入金ということで、６８１３万４千円を
見込んでおります。６、町債ですけども、これは水道整備にかかる借入金とい
うことで５６００万円。７、雑入ということで１千円を見込んで、歳入の合計
が２億８１２８万５千円となっております。次、歳出の部分ですけども１、一
般管理費、これは水道職員の給料ですとか経常的にかかる運営費ということで
２９９６万円。２、事業費ということで一つ目には①の維持管理費ということ
で、この経常的にかかる部分なんですけども４０９７万５千円、②建設改良費
ということで、今現在貫気別地区を整備していますのでその分の水道整備費と
いうことで９２８０万円、あわせまして事業費として１億３３７７万５千円を
見込んでおります。３、公債費ですけども、これは今まで事業やってきた分の
起債の償還金ということで１億１７０５万円を見込んでおります。４、予備費
ということで５０万円。あわせまして歳出の合計で２億８１２８万５千円とい
うことになっております。以上です。

議長 続きまして病院事務長。

病 院事 務
長

５３ページ、病院事業会計の収支見込みについて説明いたします。公営企業会
計は左側の項目で収益的収支と資本的収支に区分されております。収益的収支
は通常の営業活動による収支となりまして資本的収支は施設や医療機器などの
整備に関する収支となります。収支見込みについては平成３３年度までの記載
とさせていただいております。まず、収益的収支になりますが収入の医業収益
は入院、外来などの診療による収益となりまして、医業外収益は一般会計から
の繰入金が主なものとなります。支出の医業費用は人件費や診療材料、薬品、
減価償却費などとなります。医業外費用については消費税や支払い利息などと
なります。この収入から支出の差し引き、経常損益、Ｃ欄が経常損益となりま
す。特別利益と特別損失を加えた損益が当年度の純利益または純損失となりま
す。平成２９年度の決算におきましては、経常損益は５３万４千円の黒字とさ
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せていただいておりますが、これについては追加の繰り入れをさせていただい
たものになります。３０年度につきましては収支見込みは作成した時点では人
件費等を削減しまして経営改善に取り組むことで黒字を見込んでおりました
が、入院患者が減少していることにより、大変厳しい状況になっており、収支
は現状では赤字になる見込みとなっております。３１年度は純損益で約１億７
千万円の赤字と見込んでおりますが、これは、現在の病院建物を取り壊すこと
により、建物の償却費を３１年度で費用として計上することにより、大きく赤
字となってしまいます。次に資本的収支になりますが、資本的収支は支出に対
してどのような財源を確保しているかというような組み立てになっておりま
す。まず、支出の項目になりますが、その中の建設改良費は病院の改築にかか
る見込み額を計上しております。３０年度が１３億３８００万円、３１年度が
２億１千万円、３２年度が８８００万円程度と見込んでおります。企業債の償
還は改築にかかる本格的な償還が３２年度から始まることになりまして、３２
年度は２３００万円ほど、３３年度は４７００万円ほどの償還を見込んでおり
ます。他会計長期借入金の返還金は３２年度の償還で返済が終わることになり
ます。上に戻りまして収入は、企業債は病院の改築にかかる資金の借り入れと
なりまして、他会計補助金、他会計負担金は一般会計、特別会計からの繰り入
れとなる額を見込んでおります。資本的収支は支出が多いかたちとなっており
ますが、不足分については留保財源で補てんすることとしております。一番下
に繰入金合計額とありますが一般会計などからの繰入金の額の見込みを記載し
ております。３０年度は３億９千万円、３１年度は３億２千万円、３２年度は
３億４千万円ほどと見込んでおります。以上を収支見込みの説明とさせていた
だきます。

議長 まちづくり課長。

ま ちづ く
り課長

それでは引き続きまして、第６次総合計画の事業実施計画の平成３１年度から
３３年度までの事業実施計画についてご説明申しあげます。事業数も大変多い
ということもありますので、また事前に資料を配布させていただいております
ので、主に３１年度の新規事業や、事業費の大きな事業、昨年から変更となっ
た事業などを中心に説明したいと存じますので、ご了承いただきたいと思いま
す。それではまず１ページ目をお開きください。左側に事業番号が書いてあり
ますのでページと事業番号を言っていきますのでそちらでご参照いただければ
と思います。１ページ目、まず３番、社会科副読本更新事業でございますけれ
ども、学習指導要領の変更及び教科書改訂にあわせまして、小学校の社会科副
読本を１年前倒しで更新するということで、３２年度の予定だった事業だった
んですけども、３１年度で３５０万円ほど計上してございます。５番、小中学
校公務用パソコン整備事業でございますけれども、これにつきましてはウィン
ドウズ７のサポートが終了することに伴いまして、公務用のパソコンを更新す
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るということで、３１年度から行いまして、主に３２年度から大きく事業費が
出てくるということで３１年度５万円、３２年度から６４５万円ということで
計上させていただいております。続きまして９ー１、振内小学校校舎屋体整備
事業でございますけれども、振内小学校につきましては昭和５６年度建設以降、
大規模改修等を行っておらず、老朽化が著しいということがありまして、大規
模改修を行うこととしております。それであわせまして、このページの７ー３、
それから７ー４で振内小学校の地下タンクの埋設事業と個別暖房整備事業とい
うことで、３１年度で予定をしておりましたけれども、これについては９－１
の中で行うということで１億円の計上で３１年で行うということで、予定をし
ております。続きまして、３ページ目をお開きください。９－２、二風谷小学
校校舎整備事業ということで、二風谷小学校につきましても、昭和６０年に建
設してから、校舎のトップライトガラスの修繕以外には大きな改修を行ってお
らず、雨漏りや床の浮上、劣化が一時著しいため改修を行って、あわせて地下
タンク、それから個別暖房に切りかえるということで、３１年調査、３２年度
工事ということで新規に計上させていただいております。続きまして１１番目
の学校施設ＬＥＤ照明整備事業でございますけれども、今年度策定いたしまし
た、平取町地球温暖化対策実行計画に基づきまして、町の管理しております施
設等で二酸化炭素排出抑制のため、ＬＥＤ照明に取りかえていくもので、あわ
せて電気料の削減を図っていくということで、この事業につきましては、国か
らの３分の２の補助が３２年度までの限定ということがありまして、計画的に
３１年度と３２年度で行うということで考えておりまして、学校を今回すると
いうことで貫気別小学校、平取小学校、平取中学校ということで、計画をして
おります。この事業につきましては、このページの下にあります１６番の中央
公民館の整備事業、それから後ほど出てきますけれども、体育館の体育施設Ｌ
ＥＤ照明整備事業、それからふれあいセンターの改修事業でもこういうことで、
この理由と同じで、事業を実施するということで新規に計上させていただいて
おります。次に１５番目の町有バス新規購入事業ということでございますけれ
ども、３１年度更新予定でございましたけれども、昨年対象のバスが壊れて、
大規模に修理したことから、更新時期を２年間先送りするということで事業を
３３年度に送っております。次に、１６番、中央公民館整備事業ＬＥＤ整備で
ございますけれども、これは先ほど説明しました公民館のＬＥＤ化ということ
で、２５１５万円ほどを新規で計上させていただいております。それから１８
番の芸術鑑賞事業でございますけれども、これは隔年で実施している事業でご
ざいますけれども、平成３１年度、平取町開町１２０周年ということもありま
して、記念事業ということで、３１年度も引き続き行うということで、追加で、
事業を２００万円計上させていただいております。次に、５ページ目をお開き
ください。２０－２体育施設ＬＥＤ照明整備事業ということで、これも先ほど
説明しましたＬＥＤということで、町民体育館と振内青少年会館のＬＥＤ化と
いうことで２８４４万２千円の事業費の計上をさせていただいているところで
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ございます。続きまして７ページ目をお開きください。３２番、イオル整備事
業でございますけれども、３０年度からアイヌ民族文化財団から町が一部委託
を受けて事業を実施することになりまして、３２年度からは町が全面委託を受
けて運営を受け皿団体に再委託する予定となっていることから、事業費が増え
ているということで、３１年度は２３４０万、３２年度以降については４６６
５万、３３年度については３７３５万ということで、需用費が上がっておりま
す。それから３５－１、環境保全センター事業、これにつきましては、沙流川
総合開発事業によりますアイヌ文化の自然環境や影響に関する調査を持続的に
行うとともに、その保全対策と沙流川流域の環境やアイヌ文化を紹介するため
の拠点施設として整備するということで、平成３２年度に設計、それから用地
買収等を予定しておりまして、３３年度整備予定ということで、新規に計上さ
せていただいております。３６番、二風谷地区再整備事業ということで、３０
年度までに整備いたしました二風谷コタン、二風谷の市街地の再整備でござい
ますけれどもその周辺の景観整備だとか案内看板の整備をするということで８
５０万円ほど計上させていただいております。続きまして９ページをお開きく
ださい。４４－１アイヌ語アーカイブ作成支援事業でございますけれども、こ
の事業につきましては２８年度から文化庁の補助事業としましてアイヌ語資料
を保存、記録しまして、一般の方が使いやすいかたちで活用できるようにする
事業で、平成２９年度まで補正予算対応としておりましたけれども、文科庁で
継続的な事業として行うことができるということになったことから、３１年度
から総合計画の新規事業として、３００万円ほど計上させていただいておりま
す。続きまして１１ページ目をお開きください。生活支援ハウス整備事業でご
ざいますけれども、これについては、本町地区で整備予定の生活支援ハウスに
ついて、建設場所等を検討するために、１年先送りするということで３１年度
から３２年度に事業を先送っております。それから５２番の１、小規模多機能
型居宅介護施設整備事業でございますけれども、これにつきましては今後の高
齢者人口の増加に伴いまして、現在のデイサービス、ショートステイの定員で
はカバーしきれなくなると予想されるために、一体型の居宅介護施設を、生活
支援ハウスと併設して建設することによりまして、生活支援ハウス整備事業に
対して国からの補助の対象となるということもありまして、生活支援ハウスに
あわせて整備するということで、３２年度から事業をするということで、今回
載せております。それから５３番、平取かつら園大規模改修事業でございます
けれども、かつら園につきましては築２９年が経過しまして、施設が老朽化し
ておりまして、各種設備の更新や外壁の塗装を行うため、総事業に対して平取
福祉会が国などからの補助金以外の負担分について助成するということで、来
年度新規で５３０万円ということで予定をしております。５４－２、障害者支
援施設すずらん改修事業でございますけれども、このすずらん福祉園につきま
しても、築３４年が経過しまして、施設設備の老朽化が著しく、また入居者の
高齢化に伴い、車いすの利用者が増えておりまして浴槽の改修も必要になって



- 24 - 

きていることから３１年度で新規に計上しておりまして１４５０万円ほど新規
に計上させていただいております。続きましてその下の５４－３、要援護者支
援台帳システム導入事業でございますけれども、要支援者の支援を行うため、
各担当部署、保健福祉だとか町民課だとかが持っているさまざまな情報を集約
したシステムを構築するということで、３１年度にシステム開始ということで
３２４万円ほど新規に計上させていただいております。続きまして１５ページ
目をお開き下さい。５６－１、環境保全型農業直接支払交付金事業でございま
すけれども、これにつきましては、農業の有する多面的機能の発揮の促進に関
する法律に基づきまして、環境に優しく、地球環境、地球温暖化防止や生物多
様性保全に効果の高い農業生産活動に対して支援をするということで、平取町
の場合は特別栽培米ということで減農薬、減化学肥料に取り組む米農家に支援
するということで、３１年度から新規ということで２００万円ほど計上させて
いただいております。続きまして１７ページ目をお開きください。６７番、新
規就農者用リース農場整備事業でございますけれども、これにつきましては毎
年２棟ずつ実施予定でございますけれども、３１年度就農予定の２軒の研修生
のうち１軒が就農を断念したということと、もう１軒の方が今年度トマト農家
を離農する方のハウスを引き継ぐことになったため、整備の必要がなくなった
ことから、３１年度の事業費から削除しております。次、６９番の１、就農チ
ャレンジ農場整備事業でございますけれども、雇用型就農を創設する目的で計
画しておりますけれども、運営方法等をさらに検討しなければならなくなりま
したので、整備時期を２年先送りということで３１年度から３２年度に事業を
先送っております。それから６９－２、新規就農者新規就農住宅整備事業でご
ざいますけれども、これについては新規就農者受け入れのため、紫雲古津地区
に３３年度に住宅を整備するということで、今回追加してございます。それか
ら７２－１、トマトの里構想推進事業でございますけれども、今年度策定を進
めておりますトマトの里構想をさらに推進するため、全国でも有数のトマト産
地である平取町をトマトの里として認知度が上がるよう、また宣伝や販売促進
を図っていくとともに、新規就農者の受け入れなどでトマトの安定供給を目指
すというような事業を行うということで、３１年度から新規に１千万円ずつ事
業費を計上させていただいているところでございます。それでは７３－１、バ
イオマス利活用事業でございますけれども、再生可能エネルギーであります木
質バイオマスを活用しまして、エネルギーの地産地消を図るため、今作ってお
ります病院や公民館などの公共施設に電気や温水を供給するバイオマス発電と
ボイラー設備を整備するということで、来年度実施設計、再来年年度整備とい
うことで新規に追加で事業を計上させていただいております。続きまして１９
ページ目、７５－１、森林環境譲与税利活用事業でございますけれども、平成
３４年度から森林環境税が徴収されることになりますけれども、それに先立っ
て、３１年度から国から町に森林環境譲与税が交付されることになっており、
その譲与税を活用して民有林の森林整備や木育活動を行うということで、３１
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年度から１２５０万円を計上させていただいております。それから７６、水源
涵養環境林の維持経営事業でございますけれども、これについては、森林の荒
廃を未然に防ぐため、相続等が困難な森林や、大規模森林所有者が経営を放棄
する森林を町有林として購入して経営を図る事業ということで、３１年度、該
当する森林所有者との話し合いに目途がついたということもありまして、３１
年度に事業を行うということで１千万円計上させていただいております。続き
まして２１ページ目、８３番、店舗改装補助事業でございますけれども、この
事業につきましては、平成３０年度までの時限ということでしたけれども、継
続要望が多いということから、３１年度から改めて事業を継続するということ
で１００万円計上させていただいております。続きまして８４－１、住宅リフ
ォーム助成事業でございますけれども、この事業につきましても、外部評価委
員からこれについては個人への補助であり、もう少し幅広い活用をということ
で、補助基準額を引き下げて、小規模の改修にも対応するという予定にしてお
りまして、補助率は変えずに、補助金の上限額はちょっと下げようということ
で、件数は同じで６００万円から４５０万円に減額をしているところでござい
ます。次に２５ページ目をお開きください。豊糠学校線舗装事業でございます
けれども、この路線につきましては路盤改良後かなりの期間が経過しておりま
して、この間、降雨による路盤流出や洗掘が発生し、その度に補修しているた
め、舗装して維持経費の軽減を図るということで、平成３３年度、新規で９２
０万円の計上をさせていただいているところでございます。次に２７ページ目、
１１０番、幌尻川向線道路整備事業ということで、この事業につきましては３
１年度と３２年度の２か年事業で計画しておりましたけれども、過疎債を充当
するということで単年度事業にするということで３１年度に一遍にやってしま
うということで、事業費を１５００万円ほど増額しておりまして、計上してお
ります。飛びまして、３３ページ目をお開きください。１４３－３、要援護者
システム導入事業でございますけれども、この事業につきましては緊急時の避
難や平常時の見守り活動に活用するため、避難行動要支援者名簿にＧＩＳ、い
わゆる地図情報を導入するということで、１１ページ目の５４－３で説明いた
しました、要援護者支援台帳システム導入事業と連携してシステムを導入する
ということで、３１年度に５２５万円ほど新規に計上させていただいておりま
す。それからその下、１５０番、公営住宅建設事業でございますけれども、本
町地区の公営住宅について、公共施設の再配置計画に基づきまして建設場所を
選定するため、１年間先送りをさせていただいております。続きまして３７ペ
ージ目をお開きください。１６３番、ふれあいセンター改修事業でございます
けれども、これにつきましても３ページのＬＥＤのところ、学校のＬＥＤで説
明しましたけれども、それをふれあいセンターでも行うということで３２年度
で４千万円ほどの事業費ということで、新規に計上させていただいております。
それから１６８－１、生活館等施設整備事業でございますけれども、これにつ
きましては、３１年度、平取義経塾で利用しておりますがみどりが丘住民セン
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ターのトイレを改修するということで、その分増額ということで１２００万円
ほど事業費を計上させていただいております。その下の１５９番、沙流川アー
ト館大規模改修事業でございますけれども、これにつきましては、３１年度で
実施する予定でございましたけれども、財源等の問題もありまして、２年間に
分割してやるということで３１年度、３２年度に分けて実施するということで
事業費を変更させていただいているところでございます。以上が事業について
ご説明申し上げました。それで、これに伴いまして、平成３１年度の事業費総
額につきましては、１５億５２４６万６千円というふうになります。この数字
に基づきまして、先ほど説明しました財政計画等も作っているということでご
ざいます。以上、事業については説明いたしましたので、よろしくお願いいた
します。

議長 それでは特別会計についての説明はないということでありますので、各会計財
政事業計画ですか、質疑の順番といたしましては、はじめに事業実施計画にか
かわる各会計財政計画を行いまして、続いて事業実施計画をページごとに行っ
ていきたいというふうに思っておりますのでよろしくお願いをいたしたいと思
います。また、事業実施計画の質疑につきましては、１事業につき、１人３問
までといたしますので、ご協力をお願いしたいと思います。それでは、各会計
財政計画の一般会計から質疑を行います。一般会計４７ページ、４８ページと
いうことになります。ここの場所での質疑はございませんか。９番高山議員。

９番
高山議員

それでは１点ほどご質問したいと思います。基本的には第６次の３か年の計画
で３１年度を中心にということになりますけれども、この歳出の見方のなかで
歳出の３番の維持補修でございますけれども、これは新しくなった施設も年々
できてきているということにはなるんですけれども、当然そういった意味では
これからそういった建設が一通り終わると、今まで使っていた施設等の維持補
修については増えていくというような積み上げですから、今年度は８５００万
円ということでかまわないと思うんですけれども、今後その施設が新しくなっ
たからということばかりでなく、今までの施設の維持補修というのは増えるよ
うなかたちでも推測の計画にならないのかどうか、その点１点教えていただき
たいと思います。

議長 総務課長。

総務課長 お答えいたしたいと思います。今、高山議員ご指摘の通り老朽化に伴って増え
ていくことが想像されます。この計画の中では３１年度以降については、横並
びというか同じ数字にしてございますけれども、各単年度の予算の中では個々
具体の内容の修繕を反映したものになろうかと思います。この計画については
このようなかたちで、数字のつくり方として、横並びでつくらせていただいた
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ということであります。

議長 高山議員。

９番
高山議員

今年度中心にということになるんですけれども、ただ今年度ばかりでなくて、
後年度以降の、特にこの３か年のローリングの中では、その辺もやはりかなり
含んだかたちでいかないと、例えば基金残高だとか全てのものが少しずつ変わ
っていくということになると、今年度が８５００万円がベースだよということ
で、残りの２か年についても８５００万円と推測するやり方についてはちょっ
とどうかなとは思うんですけれども、今年度はこれでいい、来年度は実行予算
の中でまたこの計画が変わっていくということになるということのお話だと思
うんですけれども、その辺の３か年のローリングの仕方についての考え方をち
ょっともう一度お聞かせいただければと思います。

議長 まちづくり課長。

ま ちづ く
り課長

財政計画につきましては一応どうしても推計というかたちになりますので、一
応３１年度の予算をベースに考えていっております。それで計画につきまして
は事業だとかで反映できるものについては、例えば公債費だとか補助金だとか
で予定している事業については反映できるものについてはそれぞれの交付税だ
とか公債費だとか、起債だとかに反映をさせていけるんですけれども、例えば
町税だとか、交付税、それから、ここで言う物件費、維持補修費等につきまし
てはどうしてもその年々によって変わってくるっていうところもありまして、
前年度の数字をもとにいたしまして、推計で出させていただいているというこ
とで、その辺で前年横並びというようなかたちで出させていただいているとこ
ろがございますので、今高山議員言われたように増えるのが見込まれるという
のは当然のご指摘かとは思うんですけれども、そういうところでちょっと見込
みというか、３年、４年後の見込みが立たないものについては横並びで計上さ
せていただいているというところがあります。

議長 ほかございますか。高山議員。

９番
高山議員

３回までということですので、そういった意味では内容等については理解でき
ますけれども、財政計画にかかる推計の仕方で歳入が３１年並びで、例えば一
定程度５千万円なら５千万円ということでパーにするのはある程度理解できる
んですけれども、やっぱり歳出についてはこの３か年で基金等もいろいろ影響
してくるので、もう少しこうシビアに計画をしたほうがいいのかなというのが
今の質問ではあれですけれども、それと３１年だけということなんですけれど
もこれ公債費なんですけれども、３３年度では色んなものがそれぞれ終わって、
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例えば償還が８億近くなるということで、残りの４年間の３４年から３７年に
ついてもこれは公債費がやっぱり一番突出する、単純に４年で割っても８億円
ちょっとになるんですよね。８億２５００万円ぐらいになるんですけれども、
公債費なんかは、３２、３３年と事業をやればまた変わってくると思いますけ
れども、今の段階で最高、今の段階の３３年度までの事業の中で最高マックス
になるのはどれぐらいの金額になるか、一応８億ちょっとでパージしているみ
たいですけどその辺はおわかりになりますか。

議長 まちづくり課長。

ま ちづ く
り課長

今資料持って来てないので後ほど答えさせていただきます。

議長 ほかございますか。どうぞ。高山議員。

９番
高山議員

これも今年度だけということではないんですけれども、平取の今年の補正予算
を見ましても、事業をやっているというようなこともあり災害等もあるという
ことで、７０億円をもう超えているんですけれども、３３年度以降というのは
本当に横並びの推計できているということなんですけれども、これは単年度で
簡単に割ってみると５０億円ぐらいの事業なんですね。で、前回一般質問で千
葉副議長が質問したように、本当に適正な平取町のこの人口、あるべき理想的
な財政とはどれぐらいかというようなことが色々あがってはいたんですけれど
も、これ３４年から３７年はみているからいいんだということになるのか、５
０億円ということになるとかなり事業がなくなったとは言いながらも、やはり
ぎゅっと締めたような予算になる。そうしなければ、基金残高だとかそういっ
たことも含めて影響してくるのかなと思うんですけども、この辺はもうざっく
りしたこれぐらいの予算規模だろうという、事業費が、投資の事業が少なくな
るからという、こういう数字の出し方なのか、その出し方の根拠的なものが若
干あればお聞かせいただければと思います。

議長 まちづくり課長。

ま ちづ く
り課長

これについては当初というか、この第６次総合計画をつくった時に１０年のあ
る程度の事業をつくってございます。それで、それの年度を入れている数字で
ございまして、それで計画している事業を積み上げて出しているということな
んですけども、それはまだ精査しておりませんので、今から３年前につくった
数字がそのまま残っているというかたちになっておりますので、前倒しでやっ
ている事業だとか今後新たになってくる事業がまた増えてくる可能性はありま
すけれども、当初つくった１０か年の事業の積み上げということで押さえてい
る数字でございます。
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議長 ほかございますか。それでは、先に進みます。次４９ページ、ございませんか。
なければ５０ページ。後期高齢者医療関係です。なければ次に５１ページ、介
護保険事業会計について。質疑ございませんか。高山議員。

９番
高山議員

介護保険事業計画の中で、今回の７期についてはそれぞれ介護保険料等につい
ては整理されているところですけれども、これ８期に移る３３年度には少し３
年ごとに改定の第１号被保険者保険料が少し増やしているような格好になりま
すけれども、これはあれでしょうか、少し変えなければやっていけないという、
今の段階の見込みなのか、そうではなくて単純に増加するであろうということ
の考え方なのか、今の中での会計見るとまあまあ順調にやってきているような
かたちには見えますけれども、その辺の整理は予想はどうなっているのかちょ
っと教えてください。

議長 保健福祉課長。

保 健福 祉
課長

介護保険料については、今期第７期で従来の３５００円から４８００円に保険
料を上げたというところでございます。これについては状況的には管内では、
様似に続いて安いという保険料になるわけですが、全国的にこの保険料という
のは相当上がっていまして、介護サービスの増加に伴う給付費の大幅な増とい
うこともあって、それで国のほうでは介護予防の事業に力を入れるということ
になっているんですが、対象人数の増加に伴って、また介護サービスの多様化、
ニーズに対応するためのさまざまな制度の追加もあって保険料は上げざるを得
ないという状況にあります。ちなみに第８期、次の平成３３年からの第８期に
ついては今の想定では保険料５８００円というような財政推計のなかで想定し
ております。ただこれについても、将来的には、今何の情報もありませんけど
も、後期高齢者と同じように将来的には広域化されるという可能性も十分あり
ますので、それ以降については実は９期の予定は６３００円というふうに推定
はしているんですけども、一応国の政策の変更、あるいは収支の決算状況によ
ってはさらに変化があり得るということになると思います。以上です。

議長 よろしいですか。ほかになければ、次、簡易水道事業会計について。５２ペー
ジに移ります。質疑ございませんか。ないようですので、次に５３ページ、国
民健康保険病院事業会計について。質疑ございませんか。質疑がないようであ
りますので、各会計財政計画の質疑を終了いたしたいと思います。続いて事業
実施計画に移るわけですけれども、ここで休憩をいたします。再開は１時とい
たします。

   （休 憩 午前１１時５２分）
   （再 開 午後 １時００分）
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議長 再開します。事業実施計画の一般会計、１ページ、２ページにおける質疑はあ
りませんか。なければ３ページ、４ページに移ります。１０番四戸議員。

１０番
四戸議員

ナンバー１０の学校グラウンド整備事業の中で、ナンバー１０なんですけども
学校グランドの整備について伺っていきたいと思います。紫雲古津小学校のグ
ランド整備事業ですが、まず一つ目として、変更前より１千万円下げています
がこの下げた内容について説明下さい。それともう一つはよく私も見てないの
でわからないのですが、紫雲古津小学校校庭の周りに排水がどの程度あるのか、
それとこの事業で暗渠工事外となっていますが、外とは、外の工事とは何を指
しているのかその辺について伺ってみたいと思います。

議長 生涯学習課長。

生 涯学 習
課長

お答えいたします。まず、２千万円から１千万円に減額したという理由ですが、
グラウンドの最終的に表面処理、それからグラウンド状況を考えたなかで暗渠
の数、それから砂利、表土の状況を少し減らしても大丈夫ということで、２千
万円から１千万円に減らしたという状況でございます。それとグラウンドの排
水ですが、これは田んぼ側、富川よりに沢からきている排水ですか、それがあ
りますので一応そこに落とすような格好ということになろうかと思います。そ
れと暗渠工事外ということですが、これにおきましてはその他排水と言うんで
すか、表面排水だとかそういうのを指しております。以上です。

議長 四戸議員。

１０番
四戸議員

それともう一つ、当然学校のグラウンドは授業としても使うだろうし、クラブ、
少年クラブですか、としても使われているのかなというふうに思っているんで
すけども、もう一つ聞きたいのは、前に平取中学校を学校訪問したとき、前の
教育長にも話はしたんですけども、要するに、中学校になってくるとクラブ活
動ということ、学校の授業となると思うんですけども、この紫雲古津の学校の
整備は整備でいいんですけども、これが中学校のほうが３３年になってしまっ
ているんですけども、これ逆じゃないかなというふうに私は思っているんです
よね。だから人数的に言っても当然中学校のが人数多いだろうし、学校教育の
中でも授業の一環でクラブ活動ということもあるだろうし、その辺の考え方は
どういう考え方で、後先になってしまっているのかその辺をちょっと聞きたい
と思います。

議長 教育長。

教育長 お答えいたします。紫雲古津のグランドですけれども、以前から雨が降ると、
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２日、３日もう使えないというな状況と、あと紫雲古津小学校で取り組んでい
る一輪車の授業の関係でグランドの転圧をした時に波打ったりだとか、そうい
う部分があって、非常に一輪車の授業をやるのにも支障をきたすという部分も
あって、それが以前からきていたということで、前から地域からの要望、学校
からの要望はあったんですけれども、財政的な部分だとか他の事業の関係で今
回、３１年に載せたというかたちになっています。平取中学校のグランド整備
のほうにつきましては、どこのグランドも排水ですとかそういう部分について
は非常に不具合があるんですけれども、その部分については順番にやっていく
ということもありまして、それを判断して教育委員会で紫雲古津のほうを先に
やるというかたちで取り組んだようになっています。

議長 ほかございますか。中川議員。

７番
中川議員

７番中川です。３ページの一番上の部分ですけども二風谷小学校の大規模改修、
今年から設計が入り、来年３３年度に１億円ほど改修事業入っておりますけど
も、学校訪問毎年行っておりますけども、その中で、二風谷小学校いつも廊下
のトップライトというんですか、あそこの部分については、毎年ここを何とか
してくださいと校長先生とかに言われてるんですけども、今回この大規模改修
において、その部分においては改修というか、大きく何か修理するというか、
改修して違うかたちにしてしまうのか、そういうところ、今の考えをお聞かせ
願いたいと思います。

議長 生涯学習課長。

生 涯学 習
課長

お答えいたします。まず、今この学校の改修ということでありますが、そのト
ップライトから雨漏りして、廊下自体が年数もあるんですが、老朽化などをし
ているという状況であります。これにおきましては、調査、今年３１年調査を
かけます。その段階でいろんな面から協議しながら、一番良い方法を考えてい
きたいというふうに考えておりますので、ご理解願いたいと思います。

議長 中川議員。

７番
中川議員

ぜひ、夏場は暑い、冬になるとぽたぽたと雨漏りというか雫が落ちるという状
況なので、ぜひここの部分に関しては修繕お願いしたいと思います。よろしく
お願いします。

議長 生涯学習課長。

生 涯学 習 お答えいたします。十分協議いたしますので、よろしくお願いしたいと思いま
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課長 す。

議長 ほか、ございますか。３番櫻井議員。

３番
櫻井議員

櫻井です。１４－１の青少年国際交流事業についてなんですが、これ以前に委
員会か何かで説明受けたと思うんですが、約２名ずつの確か交流だと伺ったは
ずなんですけど、なんていうのかな、優先順位と言うのかな、国際交流だとか
文化交流というのがこの目的だというのは聞いていて、確かアイヌ語教室のほ
うの人の働きかけによってこの事業がこういうかたちになったと伺ったことが
あるんですけど、これ優先順位と言いますか、子どもたちが、アイヌの方の子
どもたちが優先されるという事業なのか、いやそうじゃなくて希望者がいれば
どういうかたちででも、なんていうのかな、これに参加できるんですよという
かたちなのかその辺伺いたいんですが。

議長 教育長。

教育長 お答えいたします。スタートについてはニュージーランド、マオイの子どもた
ちが平取町、二風谷を訪問した時に、ぜひアイヌ語教室に来てる子どもをニュ
ージーランドで受け入れしたいということで、平成２９年に平取高校から２名
行っております。３０年、昨年ですけれども、マオイの子どもたち４人が平取
町に来たということで、３か月間ホームステイしながら平取高校に通ったとい
うかたちになっています。当初はそのようなかたちでマオイとアイヌの方とい
うことで、交流は始まったんですけれども、平取高校の魅力化ということもあ
りまして、できれば学生といいますか、アイヌの子どもたちだけじゃなくて、
その他の子どもたちも行きたいという要望があれば、選考だとか、どういうこ
とを勉強してきたいかだとか、そういうのを含めて検討しながら、事業は今後
進めていきたいというふうに考えておりますし、平取高校の振興支援協議会と
いう協議会がありますので、そちらでも話をしながら平取高校の魅力化という
ことも含めた国際交流をしていきたいというふうに考えております。

議長 櫻井議員。

３番
櫻井議員

今の話ではその振興協議ですか、その中で決定を、子どもたちの誰を行かせる
かというのはそこの中で決定するということの理解でよろしいですか。

議長 教育長。

教育長 事業自体の中身の決定を振興支援協議会の中でも話をしながら決めていって、
実際に選考する部分については高校も含めたかたちで振興支援協議会の委員の



- 33 - 

方も含めた中で決めていきたいというふうに今のところ考えているところで
す。

議長 ほかございますか。１番松澤議員。

１番
松澤議員

３ページの１３番、教員住宅解体事業についてですが、解体するにはこのよう
にお金もかかりますけれども、町側が使用するに耐えがたい住宅というふうに
思っていても、その住宅でも借りたいとかいう方もいらっしゃると思うんです
けど、そういう方に、町民に貸すことを考えられないのかと思っておりまして。
維持費とかかかりますので、そういうことを考えたくはないのかもしれません
けども、条件付きで、自分で修理をするということも含めて貸すということを
考えていただきたいのと、それがあれでしたら払い下げるということの考え方
も視野に入れられないかなと思うんですけど、どうでしょうか。

議長 生涯学習課長。

生 涯学 習
課長

お答えいたします。まず教員住宅ですが、もう年数も昭和３０年後半から４０
年前半にできたような住宅で、今現在入っていない住宅などは、非常にもう入
れるような状況ではないと。それを改修するということになれば本当に建てた
ほうがいいような金がかかるというなかで、順次老朽化している住宅は取り壊
していくという考えでおります。どうしても貸していただきたいということで
あれば、本当にうちのほうで金はかける必要性がないということのなかで判断
しながら、そこはやっていきたいというふうに考えておりますのでよろしくお
願いいたします。

議長 今の質問のなかで払い下げる考えはないのかという質問もありましたけども。
生涯学習課長。

生 涯学 習
課長

払い下げの関係はそういうことはしないということで、考えていただればと思
います。

議長 他ございますかこのページ。櫻井議員。

３番
櫻井議員

１７番の中央公民館の整備事業なんですけれども、今回のこの事業と全く関係
ないんですが、教育長もよくわかっていると思うんですけど、公民館で葬儀を
行う場合、受付のところが非常に寒いということがありまして、以前に伺った
かもしれないんですけど、今後どういう対策等を考えられているのかちょっと
伺いたいと思います。
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議長 教育長。

教育長 お答えいたします。公民館の暖房については電気暖房ということで部屋自体は
ある程度、個別暖房、補助暖房も入れたりして暖かいような状況になっている
んですけども、廊下ですとかロビーですとか、その部分については電気暖房し
か入ってないということでかなり寒い状況です。冬場の葬儀の受付等について
は大ホール前のロビーでやっているということもあって、移動式のストーブ、
石油ストーブを置きながらやっておりますけれども、それを増大しながら、受
付の部分については対応していきたいというふうに考えております。それでも
ということになった場合、個別暖房みたいなかたちで、灯油ヒーターみたいな
ものを常設するようなかたちも検討していきたいというふうに考えているとこ
ろであります。あわせて照明も、あそこ暗くなっているものですから、受け付
けする際にかなり照度が足りないという部分もありますので、それもあわせて
検討していきたいというふうに考えております。

議長 ほか、松澤議員。

１番
松澤議員

１２番の教員住宅整備事業なんですが、このトイレの水洗化を図るということ
で、毎年１棟ずつという計画でやっていくんでしょうか。３３年は同じ予算で
２棟になっているようなんですけど、毎年１棟ずつの計画でいくとしましたら、
今まで水洗化どのぐらい進んでいるのかちょっとお聞きしたいんですけども。

議長 生涯学習課長。

生 涯学 習
課長

お答えいたします。この改修ですが、本来であれば浄化槽だけということにな
れば一番よろしいんですが、なかなか住宅事情としてそういうかたちはならな
い。まずその改修も含めたなかでやっていかなければならないというような状
況であります。それで改修を含めて、改修と浄化槽を含めて、このような単価
になっております。それと今まで戸数ということになりますが、平成１２年度
から確かやっているはずなんで、今まで１８戸完了している状況であります。
以上です。

議長 ほかございますか。なければ、５ページ、６ページに移ります。千葉議員。

１１番
千葉議員

１１番千葉です。ナンバーでいったら、２０－２ですか、体育施設ＬＥＤ照明
の整備ということで、当初変更前の金額から比べると５倍ぐらいに一気にはね
上がっている変更後の金額なんですけど、どういう内訳なのか、まず説明いた
だきたいなと思います。ちょっとわかってないものですから、お願いいたしま
す。
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議長 まちづくり課長。

ま ちづ く
り課長

これにつきましては先ほどちょっと説明いたしましたけれども、平取町地球温
暖化対策実行計画というものを平成３０年度で策定いたしまして、この中で町
管理の施設で二酸化炭素排出抑制のためにＬＥＤ照明に取り替えていくという
計画を立てております。それで、ＬＥＤ照明に取り替えることによりまして、
あわせて電気代の削減もかかわっていくということで、この事業につきまして
はその計画に載っている施設につきまして、国から３分の２の補助金を得られ
るということもありまして、去年の計画では水銀灯をＬＥＤに替えるというこ
とで計画をして５８０万円ほどの予算だったんですけれども、今回そのＬＥＤ
化プラス、エネルギーマネジメントシステムという電気料を抑制するというか、
そういうような措置を一緒に付けながらやっていかなければならないというこ
とで、そういうシステムも導入しながらＬＥＤ化をするということで事業費が
はね上がっているというか、ちょっと大きくなっておりますけれども、これに
ついては試算でいくと５、６年で投資した経費が電気代が安くなった分等々で
回収できるというような試算になっております。

議長 千葉議員。

１１番
千葉議員

そのエネルギーマネジメントシステムというのは国のほうから３分の２と言い
ましたか、さっき補助がくる部分で。このシステムがなければそういった補助
がこないという理解なんでしょうか。

議長 まちづくり課長。

ま ちづ く
り課長

そのとおりでございまして、ただＬＥＤに取り替えるだけでは補助金がもらえ
ないということで、こういうＥＭＳだったかというものをつけなければ補助金
の対象にならないということになっております。

議長 千葉議員。

１１番
千葉議員

資料を貰ったとき、電気代等々、かなり安くあがるような監視システムみたい
なものかなというふうに思っていたんですけども、実際、単純にＬＥＤ化して
球を取り替えたりなんかした場合が、当初予算の５８７万円ぐらいですか、と
いうことで、これを付けることによって５倍強の２８００万円ということで、
電気代が先ほどの説明では４、５年ぐらいで改修がチャラになるのでないかと
いうお話だったんですけども、そんなに４、５年ぐらいで回収になるんですか。
この２８００万円もかけてというかたちでしか、ちょっと捉えようがないんで
すけども、どうなんでしょうね、これどういうことなのか。僕なんか単純です
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からＬＥＤに取り替えたほうが初期経費もかかんないし、電気代もそれなりに
抑えられるのかなというふうに単純に考えたものですから、どうもそのエネル
ギーマネジメントシステムの良さというんですか、これだけ費用増やしてやっ
ていく意味合いがちょっと理解できていないんですけども。

議長 まちづくり課長。

ま ちづ く
り課長

ＬＥＤばかりじゃなく他の電気代かかる部分についても、これによって制御す
るというかたちになりますので、ただＬＥＤに替えただけで電気代が安くなる
という部分の他に、他に使っている学校だとか施設だとかで使っている電気代
についても、このシステムを導入することによって制御されるということにな
りますので、ＬＥＤに替えただけで電気代が安くなるという部分じゃないとい
うことになります。

議長 一応、３問までということでなっておりますので、教育長。

教育長 体育施設のＬＥＤ照明なんですけれども、昨年載せていた部分については競技
場の水銀灯の部分だけなんですよね。今回の部分については、体育館の全館の
照明全てＬＥＤ化するのと、青少年会館の集会室だとかそういう部分も全部含
めてＬＥＤ化をしていくという部分が入ってきているのと、それで費用もかな
り多くなっていると。前回は体育館の競技場の照明ですから、競技場に十何灯
付いている部分のＬＥＤの部分と、機械というかそれの部分を取り替えるとい
う部分でこの金額だったんですけれども、他の廊下ですとか、集会室ですとか、
事務室ですとか、それも全て取り替えていくということで、金額的には照明の
部分だけでもかなり高くなりますし、まちづくり課長が言ったとおり、システ
ムを制御するものも一緒に入れていくということになっているものですから、
このような金額になっているというふうに、まちづくりから聞いております。

議長 １０番四戸議員。

１０番
四戸議員

１０番四戸です。今の千葉議員の質問した２０－２の、ちょっと中身違うんで
すけども、施設のＬＥＤについてですけど、内容について体育館ということで
町民体育館、これ見たら振内青少年会館となっておりますね。抜けているのか
どうか確認したいんですけども、３０年度までは貫気別地区の体育館も入って
いたんですが、この中に貫気別はただ抜けているだけなのか、それとも入れて
いないのか、その辺ちょっと確認したいと思いますけど。

議長 まちづくり課長。
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ま ちづ く
り課長

これについては計画から漏れてしまっているというところがちょっとありまし
て、来年度の総合計画の中で盛り込んでいきたいなというふうに考えておりま
す。当初３か所という予定だったんですけれども、予算のやりくりをしてるう
ちに抜けてしまったということがありまして、これについては来年度以降の事
業の中で入れていきたいと考えております。

議長 四戸議員。

１０番
四戸議員

それはおかしい話じゃないかなと思うんですよね。結局、当然これまちづくり
課の落ち度か何かで抜けていて来年度に回します、話にならないと思うんです
よ、それでは。やはり補正かけてでも一緒に、そういう体育施設だからやるべ
きではないかと思いますけどもいかがでしょうか。

議長 教育長。

教育長 競技場の照明の改修の部分でも、３１年度で町民体育館と振内青少年会館とい
うことで、貫気別についてはそのあと直していこうという話をしていたところ
なんですよね。今回この補助を使いながらやっていくということで、順番的に
利用の頻度ですとかそういう部分も考えて、一遍にやるとかなりの財源になっ
てくるということで、それを分けてやるということもあって、うちは最初に町
民体育館と振内青少年会館というかたちで、それで３２年度については町民セ
ンターという考えでいますので、町民センターはいいんだということで出した
わけではないということを理解していただければというふうに思います。

議長 四戸議員。

１０番
四戸議員

抜けた理由だとかそういうのは今聞いてそういうことだったのかもしれないけ
ども、そういうことだって貫気別の住民はこういうことで理解できると思いま
すか。やっぱりその抜けたのが行政の責任でないのかなというふうに思うんで、
補正かけてでもやるべきかなというふうに私は思うんですが、その辺はいかが
でしょうか。

議長 副町長。

副町長 お答え申し上げます。計画としては全体育施設やるというような方向性は持っ
ておりまして、事務手続等も含めて総合計画に記載できなかったというところ
もございますので。これから予算編成の時期というのもございますので、ただ
の補助金の充当とかの可能性も確認しながら、もし充当の可能性があれば、当
初予算の計上とか、ある場合は補正とか、そういうことも考えながら整備を進
めて参りたいと思っています。
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議長 ほか、井澤議員。

５番
井澤議員

同じことに関してですけど、５番井澤です。地区での説明会、貫気別地区での
説明会に私も出席しておりまして、そのような、３２年度にはやりますからと
いう説明を受けましたので、この議会に提示されていたものには入ってくるも
のだと思っていたんですけども、今年の予算についてはもう３月の議会という
ことなると思いますけど、私は貫気別ではそういう説明をまちづくり課からい
ただいていたので、来年度、３２年度のところで貫気別が入ってくるというこ
とで、この予定に入れてくださればよろしいというふうに貫気別地区の住民感
情を代表すればそう思うんですけど、それを入れて、ですから来年度金額がち
ょっとここに足してくれば変わってくるかもしれないけども、もうすでに編成
が進んでいる新年度予算のところで、私は特段やらなくても来年度で構わない
ので、３２年度のところでこの貫気別支所体育館とかいうことの説明があった
から、その項目入れて金額も入れてもらって、トータルのところは加減してや
っていただければいいんじゃないかと思うんですが、いかがでしょうか。

議長 副町長。

副町長 計画上、これ審議会を経て答申した計画を今日行政報告ということで報告させ
ていただいていますので、計画の修正というよりは実質的な予算の計上の中で、
いろいろ検討させてもらえればというふうに思っていまして、先ほど言います
けれども、補助金の状況で早急にできるというような状況になればその辺も検
討しますし、そうでなくて来年度のそういう補助金の可能性も検討しながら、
進めさせていただきたいと思います。いずれにしても方向性としてはやるとい
う方向でいきたいと思いますのでよろしくお願いいたします。

議長 ほかございませんか。櫻井議員。

３番
櫻井議員

２１番の町民総合グランド夜間照明施設整備事業についてなんですけど、これ
以前町長には質問したことあるんですが、確か前回の計画では３３年度の事業
になっていたはずなんですよね。それでこれ今見ると、後期５か年の事業には
なっているんですけど、今当初というか私がこれ質問した時に、将来にわたっ
て考えたときに野球人口といいますか、野球やる人もどんどん少なくなるし、
必要ないんじゃないかということを提案したんですけど、やはり思ったとおり
の今状況でありまして、ほとんどチームができないような状況になっているな
かで、例え後期５か年の計画とはいえ、いずれはやるのかという話になってし
まうので、先ほどの高山議員も言っていたように３４年度以降の財政の事情か
ら見ると５０億円ということのなかで、この１億も使ったようなこの事業を後
期にわたってやるというのは、どうも解せないというか理解できないので、こ
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の事業自体も本当に見直すか、もう本当にこの計画の中から抹消していただき
たいという考えがございまして、その辺についてひとつ伺いたいんですがいか
がでしょうか。

議長 町長。

町長 夜間照明についてはやはりこれは賛否両論ありますし、慎重を期する必要があ
るというふうに思っておりますけれども、これは、野球は人数が少なくなって
いるからとかということではなくて、やっぱり小さな町のスポーツを楽しみに
している純粋な若者が多くおりますし、そういう熱い思いというのもございま
す。今後、町民の健康づくり、あるいは野球ばかりではなくて、人づくりある
いは町の発展の先行投資というような考え方もございますけれども、このこと
の賛否については総合計画ローリングの中で十分審議会とも協議しながら、今
ここで直ちに、ではやめますか、ということではなくて、十分町民の思いも考
えながら慎重に検討して参りたいというふうに考えておりますので、よろしく
お願いをしたいと思います。

議長 ほかございませんか。ないようですので、７ページ、８ページに移ります。松
澤議員。

１番
松澤議員

３５－１の環境保全センター事業について伺います。用地買収ということも書
いてありますので、土地とかもう決まっているのかなと思うんですけども、具
体的な計画の内容、役割などを、もし建てる場所が決まっているのでしたら、
場所なども詳しく教えていただきたいんですが。

議長 まちづくり課長。

ま ちづ く
り課長

建てる場所については今検討中でございまして、今、二風谷地区でこの施設を
建てるときに空いている町有地がない状況なものですから、どうしても民地を
求めなければならないということで、用地買収ということで事業費を計上させ
ていただいておりますけれども、まだ建てる場所については具体的にこことい
うところは決定はしておりません。

議長 松澤議員。

１番
松澤議員

具体的なこのことについての、具体的な計画の内容とか役割とか教えていただ
きたいんですが。

議長 まちづくり課長。
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ま ちづ く
り課長

役割につきましては先ほどもご説明いたしましたけれども、沙流川総合開発事
業の一環で、現在アイヌ文化だとか自然環境への影響に関する調査ということ
で、うちのほうで、今アイヌ施策推進課の対策室というところがいろいろな調
査を実施しているわけでございますけれども、それを今後も継続しながら、モ
ニタリングというんですか、そういうのもしながら、これからの環境変化の調
査をしながら、あわせて今までの調査結果だとかこれからの成果だとかを展示
したり紹介したりするところ、またこれからの整備したところに来られる方に
交流していただくような場所ということで、整備を考えているところでござい
ます。

議長 ほかございますか。松原議員。

２番
松原議員

２番松原です。３８－１、匠道の整備事業がこれ終了されているんですけども、
今現在、生活館のあそこの匠の作業場をつくった時に駐車場を整備するという
ことを説明されて。今現在、駐車場や何かの整備や何か、終わっていないんで
すけども、これまた別に駐車場の整備だとか何とか考えているのかと。それと
生活館の横の公営住宅が古くなってそこも改修しながら駐車場にしたいという
説明を受けたりしていたんですけども、二風谷生活館の横の公営住宅や何かは
空いていても入居者を受け入れたりしているのと、また旧作業場の場所の駐車
場の整備をきちんとするということになっていたんですけども、まだ全然され
ていないんですけども、いつ計画しているのかお伺いします。

議長 アイヌ施策推進課長。

ア イヌ 施
策 推進 課
長

まずこの匠の道の整備事業ということで、平成３０年度で終了となっているの
は、今新しくできたウレシパの向かい側にある町有地ということで、もうほぼ
整備は終わって、保育所の先生方が車を置いているというそこの整備というこ
とで、駐車場を整備したということです。共同作業場、新しい建物を建てると
きに、これまで生活館の第２駐車場ということで利用していたところがなくな
るということで、代替えで旧作業場のところに駐車場をつくりましたけども、
それとあわせて、これでは少ないということもありまして、公営住宅の老朽化
ということも含めてそこのところを検討しますというか、そこを将来的には解
体をして、そこに駐車場をつくるということで進めていました。まだここの段
階では総合計画上では出ていませんけども、その方向性は変わってないと。ま
た今、旧作業場のところも砂利で駐車場をつくりましたけども、これもまた自
治会のほうからも要望がありまして舗装にしてということもありますので、そ
の辺また早急に検討していきたいということで、もともとあの駐車場も砂利に
はなっていますけども、舗装をできるような路盤をつくっていますので、その
辺も含めて、できるだけ早急に対応していきたいと思っています。
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議長 ほかございますか。井澤議員。

５番
井澤議員

５番井澤です。３６番の二風谷地区再整備事業の中の平成３１年度のところで、
案内サイン等とありますけど、カフェ備品購入費というのがありますが、この
分、予定している金額がどのような品目で幾らなのかということと、カフェに
ついて外部委託するということで進んでいて、もう委託をかけているようにも
思いますが、そこに委託料が発生するのか、自由に営業していただいて委託料
が発生しないのか、その辺についてお教えください。

議長 まちづくり課長。

ま ちづ く
り課長

備品につきましては、今想定しているのは冷蔵庫だとか、テーブル、いす等を
想定しております。それからカフェの委託については、今来年度からオープン
するわけでございますけれども、現在利用者の募集をしている段階でございま
す。委託ではなくて使用をしていただくということで、今の想定では使用料を
いただきながらカフェを運営していただくと。ただそのかわり、あそこにかか
る光熱水費だとかの維持経費については、町で負担をするというようなかたち
で考えておりまして、それでとりあえず町の方針としては、４月から１０月い
っぱいまではあそこでカフェを運営してくださいと。あと１１月から３月まで
についてはそこの運営をする方の希望によって、そこでカフェを開いても構わ
ないですし、休むというかたちでも仕方ないのかなというふうには考えており
まして、ただ冬季間どうしてもお客さんが少ないということもありますので、
その辺については、今募集していましてそこの最終的に決まったところと、最
終的な運営の期間だとか時間だとかについては、協議をしてやっていこうとい
うふうに考えております。

議長 備品購入の金額的なことはどうですか。まちづくり課長。

ま ちづ く
り課長

今のところは５、６０万円程度かなというふうに考えております。

議長 ほかございますか。高山議員。

９番
高山議員

高山です。番号で言えば、そのページの４２番目の地域文化資源等ネットワー
ク形成事業なんですけれども、中身がどうのこうのということではないんです
けれども、ここだけでなくて総合計画のこの事業の実施計画書のつくり方なん
ですけれども、実は道路のほうでも２８年で事業終わっているものを敢えてこ
こに残しておかなければならない理由というのは何か。今回はここだけでよろ
しいんですけれども。ただ２８年の事業とか２９年の事業も道路の事業で非常
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にたくさん載っているんですけれども、この今４２番に限定して言えば、２８
年の事業が、この事業がこのまま残っておかなければならない理由というのは
何なのか、ちょっとその辺回答していただければと思います。

議長 まちづくり課長。

ま ちづ く
り課長

計画書の作り方ということですけれども、一昨年、総合計画を作った時に、そ
ういうなくなった事業だとかを前は消していたんですけれども、そして番号も
ちょっと変わっていったというところがあって、審議委員さんのほうから、や
った事業となくなった事業だとか、新しくできた事業の番号が変わったりして、
前の年と比較ができないという指摘を受けまして、それで終わっている事業も
あえてここに載せているということでございます。前年度の比較ができるよう
にということでございますけども、ただ今高山議員言われたとおり、もう終わ
ってこれからやる予定がない事業をここに載せていくのがいいのかどうかとい
う部分もありますので、それについては来年、この計画書をつくるときにまた
改めて検討していきたいなというふうに考えております。

議長 高山議員。

９番
高山議員

要望としては、前年度比較ということであれば、少なくても２９年でも前に遡
りすぎかなというぐらいですから、３１年の計画をやっているときに３０年の
比較とできるのであれば、ここに書いてあるように３０年度で事業が終わった
というような書き方がいいのかなと思うんで、できればそういうようなかたち
のなかで、もう２８年度とか２９年度の事業等については、これから残してお
かなければならない理由がないし、過去と比較することも必要のない年度であ
れば、もうちょっとすっきりした見方ができるということになるので、その辺
の整理もお願いできればというふうに思っています。敢えて付け加えて言うの
であれば、７年も事業をあげてずっと先送りしているものについては、１回落
とすだとかそういうことも含めて、まちづくり課のほうにはそういったことも
検討していただければありがたいかなと思います。

議長 要望ということでよろしいですか。ほかございますか。なければ、９ページ、
１０ページに移ります。四戸議員。

１０番
四戸議員

１０番四戸です。ナンバー４７の開拓財産整備事業についてでございますが、
この事業については平成３０年で一応終了とございますが、このことについて
お聞きしたいと思います。振内高校の跡地にあった財産を現在は旧荷負の小学
校へ移動されましたが、まず一つとして、その後、町民または町外の人へどの
ようなかたちでＰＲされているのかお聞きしたいと思います。また、移動して
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からどのぐらいの人がこの財産を見に来られているのか。さらにはこれから、
終了となっておりますけれども、これから先の管理について、この管理はどの
ように考えているのか、この点について伺いたいと思います。

議長 文化財課長。

文 化財 課
長

今の四戸議員の質問です。まず一つＰＲについての前に、これまで何度かご説
明させていただきましたが、まず開拓財産そのものを振内から旧荷負小学校の
２階に移転というのは、平成２９年度にまず移させていただいています。その
際に荷負小学校の２階の教室を片付けながら、新たにそういうものを入れると
いうことで棚をつけるというところまでが、２９年度の私どもの事業としてや
らせていただきました。３０年度で終了と書いていますのは、この平成３０年
度に展示業者に委託して搬入した開拓資料を一般の方に見せられるように展示
品を整理し、あるいはプレートを付けたり写真を掲示したりということを今現
在していまして、それ自体が平成３０年度で完了するので、３１年度からは、
一般の方に見せられるようにということで今事業を進めております。まず一つ
ＰＲですけども、先般、今まで歴史館だよりというふうに書いていましたもの
を、この１月２５日発行分からはシシリムカ文化財だよりということで、教育
委員会の文化財課で発行しています広報紙、この間も、まちだよりと一緒に発
送したと思いますが、それを全戸配布、あるいは町外の関係機関等にもお配り
していますので、そちらのほうに荷負小学校でこの４月から開拓資料を公開し
ますよということは周知しているところです。あるいは正式に４月以降、見せ
られるようになりましたら、町の博物館ホームページ等もありますので、そう
いうのでＰＲは図っていきたいと思っています。どのような人にかということ
に関しましては、そのあとの管理の問題にもかかわるんですが、今現状荷負小
学校の２階だけを開拓資料が展示しているということになっていますので、施
設自体の鍵の施錠の問題、管理の問題等については役場の関係課とも協議中で
すが、今現在、私どもとしては２階の開拓財産を見せるだけということになり
ますと、職員の常駐できないことがありますので、４月以降は、基本的には博
物館のほうで予約を受けた方のみを旧マンロー邸と同じように、解説が必要で
あれば職員がそこに立ち会って解説をしますけども、そうでない場合において
は賃金等で施設の管理だけお願いするというふうには現在考えて、新年度予算
には査定をしていただいている状態です。ですから、一つ問題になるのは４月
以降、どのような管理体制になるかということがちょっと課題が残っています
ので、今現在は開拓資料を再利用したい、あるいは展示したい、あるいは借り
たいという方がいれば、そういう方にはお応えできますけども、一般の方が自
由に往来して見に来るということまではなかなか今まだできてないという課題
が残っております。以上です。
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議長 四戸議員。

１０番
四戸議員

今課長の説明の中で、これから先の管理にちょっと問題が出るのかなというふ
うにお聞きしました。それでやっぱりどこかに委託するのか、その辺の管理状
況について、当然これもお金かかることかなと思うんですけども、やはり財産
をたくさんの人に見て貰うというのも、これ平取町の歴史ですから、大事なこ
とかなというふうに思っておりますので、その辺どのぐらいのお金かかるのか
知りませんけども十分話し合ってやっていただけるようにお願いしたいんです
がその辺どうでしょうかね。

議長 副町長。

副町長 いわゆる開拓財産の管理というところでして、場所は旧荷負小学校を使うとい
うことで進めておりまして、開拓財産の整理についてはある程度の方向性を持
ったということでございます。主に２階を使ってそういう展示をするというこ
とでございまして、まず１階の活用ですとか、１００周年で記念誌をつくった
ときのさまざま歴史的な文献なりそういうものもございますので、当面それを
補完するというようなことにさせていただきたいなと思っておりまして、それ
らをやはり展示という方向で、町内外の方に見てもらうことも非常に重要かな
というところでして、当面、新年度の予算としては先ほど文化財課長が申した
とおり最小限の管理というようなことになろうと思いますけども、その辺含め
て開拓財産の整理とその他の活用について、新年度、さらに活用を検討しまし
て、予算等もつけながら、本当に見ていただくというようなことを工夫しなが
ら、ぜひ検討させていただければと思っていますのでよろしくお願いします。

議長 ほかございますか、井澤議員。

５番
井澤議員

５番井澤です。４４－１の新規でアイヌ語アーカイブ作成支援事業ということ
ですけれども、これは今３１、３２、３３と３年度まで書かれていますが、新
規ですので、今後３４年度以降についても、これは国、道という３００万円の
予算計上になっていますけども、国の予算なのか道の予算なのかも含めて、今
後この金額が長いこと、この博物館資料のアーカイブ作成に予算としてつくの
かどうかということと、それから金額は実績が上がっていけば増やすことがで
きるのかということ、もう一つ資料ということでありますけれども、貴重なア
イヌ関係のアイヌ語に関するものの図書なんかについての外国語翻訳とか、逆
に外国語に、英語に翻訳するとか、そんなことも含めて可能性があるのかどう
かについてお知らせください。

議長 文化財課長。
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文 化財 課
長

井澤議員の質問にお答えします。まずまちづくり課長が先ほど説明しましたと
おり、まずこの事業が平成２８年から、アーカイブ事業が２８年、２９年と補
正でしたものが、３０年度から当初から予算が付けられたという経緯がありま
す。２８年度からやった事業というのは、その前まで博物館で持っていたオー
プンリールテープとかの記録類を文化庁でデジタル化してくれたものがもうす
でにあるんですね。そのデジタル化したものを２８年度から今度は翻訳すると
いう作業をアーカイブ事業として今現在やっています。それが３年目なんです
けども、すでにデジタル化された音源をアイヌ語を研究している方々の協力を
得ながら、翻訳して日本語とかに書き換えている作業がこの事業になります。
私どもの仕事としては書き換えるだけが仕事ではなくて、当然翻訳するときに
記録を残してくれた方々の音源が入っているわけですけども、すでに亡くなっ
た方々もいるんですが、遺族の了解を得ないと公開できないという著作権とか、
いろんな問題があるものですから、了解のとれたものについてはもう既に博物
館のホームページ等で音源は公開しています。それらを今、文化庁から１００％
の補助事業を受けてやっているものですが、当面は３０、３１－３３ぐらいま
では私どもの館で持っている資料がまだあるので、１００％の３００万円の補
助事業が続いてもできるでしょうということなんですね。ただ、文化庁側は決
して平取町だけでなく他の館、施設あるいは自治体にも委託を出していますの
で、確実にそれ以降続くという保証はありませんが、今現在は私どもの町と白
老町がほぼ同額ぐらいのお金の委託を受けてこういう作業していますが、翻訳
する方がそんなに多くは、全道、全国にいらっしゃいませんので、大体このく
らいの金額で３年、４年はまず続いていくだろうということで載せてあります。
それから図書資料とか英語資料とか、そういうのは今現在は対象ではないとい
うことですね。うちのほうでデジタル化したものだけを対象としてやっており
ます。以上です。

議長 ほかございますか。なければ、１１ページ、１２ページ。千葉議員。

１１番
千葉議員

１１番千葉です。１１ページのナンバーでいきましたら、５３番、５４－１、
５４－２、いわゆる平取福祉会の関係でございます。先程来から櫻井議員も予
算の関係で限りなく辛抱しなくてはいけないとか、辛抱しなければいけないの
でないかという意見があったと思うんですけど、私もちょっとこの福祉会の３
立ての事業、同時進行で行くのは本当に今の平取町の財政からいったら、無理
のない範囲での事業計画なのかなというふうにちょっと疑問に思うというか投
げかけております。一つはかつら園の大規模改修、一つはすずらん福祉園も改
修事業と書いていますけども、これも結構な大規模改修に近いようなかたちの
改修をしなくてはいけない。それになおかつグループホームの整備事業が入っ
てくるということになった。このグループホームの場合は多分既存の建物を利
用して改修ではなくて、これ新築ですよね。新築だと思うんですけども、そう
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いったものも同時進行で進めていかなくてはいけない。一つは平取福祉会にど
のぐらいの余裕をもった財源、お金があるのかなということ、詳しくは、私は
さわりの部分しかわからないので詳しく中身はわかりません。それと、やはり
少なからずともこの事業三つ進めていくということになると、起債も財源とし
て確保して起こさなくてはいけない。それから一般財源も支出がある。これど
うなんでしょうね、全くそういった、私今言ってるような疑問というか、例え
ばですよ、グループホームなんか今、私の自宅の近くにも旧役場の古い建物を
使って何とかかんとかやっているんですけども、これはやっぱり同時進行三つ
進めていくということは、結構財源として、町の財政状況からいったら大変で
ないのかなという気は、素朴な疑問なんですけども、やっぱり年度をずらして
いくとか、あるいは事業の中身をもう少し再度検討してコストを落とせるもの
はないのかとか、そんなことちょっと考えてしまうんですね。この三つとも同
時で進めていくことに対しては、結構財政的に平取町の今の台所事情を考えた
ら大変じゃないのかなという気がするんですけども、グループホームも確かに
快適な生活、自立した快適な生活を送らすためには必要な施設ですし、今の使
っているところも古くて大変だなというのも承知しております。ただ私は最優
先させさせなくちゃこの三つの事業のうちどれかなと思ったら、かつら園と少
なくともすずらん福祉園の改修、高齢化とか車いすのこともありますから、将
来的に。この二つの事業はやっぱりどんなかたちでもちょっと進めていかなく
てはいけないのかという気がするんですけども。それになおかつ、グループホ
ームを新築して新たにつくるということの事業に対して、どうなんでしょう、
無理がないのかな。財源的に大変じゃないのかな、この一般財源の先ほどから
私も一般質問出したように、適正規模は５０億円から５２、３億円かなと思っ
ている議員の１人ですから、そんな中でこれを進めていくことに対して私みた
いな意見とか異論というか、疑問に思っている方いなかったですか、審議会の
中でもなかったんでしょうか、ちょっとまずそこからお尋ねしておきます。

議長 保健福祉課長。

保 健福 祉
課長

お答えいたします。まずこの改修事業については平成３０年度から、新たにう
ちでは３１年度という見込みのなかで、新たに補助事業ができたという経緯が
あります。７５％補助ということで、この事業に乗って、これまでできそうで
できなかった古いそれぞれの施設の改修というのをぜひやりたいという話が福
祉会からもあって、うちのほうでもそういう補助ができたということで。今ま
ではなかったんですよ。それで現在補助の採択に向けて要望を上げております。
ただ現状でいくと厳しい状況であるというのは、内々に道から来ております。
このかつら園とすずらんの改修についてはあくまでも補助があった場合という
前提のもとに載せてありますので、これは今の状況からいくと１年後になるか
２年後なるかというような、担当者レベルのなかで道のほうから内々に話がき
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ております。そういうことで、これから状況をみながら後年度にずらしていく
か、もし採択になれば３１年でできるか、あくまでも中にありますとおり補助
が７５％、残りの財源の３分の１を町で負担というふうにしておりますので、
ある程度、法人の自助努力をもらいながらそれぞれの経費を詰めて運営上努力
をしていただきながら、補助の残りの３分の１だけ、町で負担するというよう
な考えでおります。それで次にグループホームになりますけども、現在振内の
古い建物のなかでそれぞれ生活しているんですが、まずこれの改修をしようと
いうことで、この部分が３２年度にそれぞれの移転工事、はばたきというとこ
ろなんですけども、そういうところの整備というのを考えております。そのあ
とに３２年度にできれば本町地区、振内から本町に通っている園生の方が４人
ぐらいいるようです。こういう人方の生活の場所を本町に設けまして、それで
なおかつ今現在就労しているのはかつら園としずか、それからいくと今後の障
がい者雇用も含めてそういう施設があれば、他の事業所にもそこから勤務でき
るだろうということで、こちらのほうは本町地区の建設と考えております。い
ずれにしましても各事業については、補助金がなければこれは現実なかなかで
きるものではないと思います。うちのほうでもその補助金をもらえるように最
大限の努力をしながら一般財源としても重複しない、今後その年度計画も含め
てそういう状況のなかで総合的に考えていきたいというふうに考えておりま
す。以上です。

議長 千葉議員。

１１番
千葉議員

当然、補助金の申請の関係、これはもうどんな事業でもつきまとって、町の担
当の職員の人たちも一生懸命探しながら合致するものからというのが、私も１
６年間議員をやっていて、そういうものかなというふうに思ってきた時期もあ
ったんですけど、ただ先ほどもちょっと出ていた総合グラウンド、野球場の関
係なんかも、これを逃したらもう無理だよという部分でやっぱりどうしても賛
成のほうに手を挙げてしまうんですよね、事業の確定。ただ、７０％にしろ８
０％にしろ補助を受けられる、でもあとの２０％なり３０％はやっぱり一般財
源なり起債を起こしたりというかたちのなかで、やりくりをしながらというこ
となんでしょうけど、それも事業が何項目も増えてくると、例えば１事業１千
万円かかる、一般財源から１千万円出すよというのは１０事業やれば１億円で
すから。ですから一般会計の予算を組んでいく時には、そういうものが積み上
がってくるということになると、やっぱり慎重にいかざるを得ないのかなとい
うのが私の意見なんですね。確かに、財源の源となる部分で町でなにか単独で
やるなんていうのは、もうそういう時代というか、そういうお金はどこも持っ
ている自治体なんてないですから、どうしても国頼み、道のほうからも若干お
金をもらって抱き合わせで、いわゆる町単独の持ち出しという部分というのは
避けていきたいのはこれは当たり前の話なんですけれども、でもやはり残った
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分は先ほどから言っているとおり、一般財源から出すなり改めて借金をするな
りというかたちをとらざるを得ないというものが、慎重に考えて貰いたいなと
いうものがありますので、福祉会として先ほどのお話戻りますけど、どのぐら
い使えるお金があってそれがどういうふうに生かされるのかという部分は、詳
細、私もわかりません。わかりませんけど十二分に、仮に補助を受けられる、
さあスタートしようというかたちになっても、その辺のからくりというか内訳
はやっぱり透明化してぜひ一つ一つの事業項目に対して、福祉会とは連携をと
っていくと思うんですけども、議会のほうにもぜひ示していって貰いたいなと
いうふうに思っていますけどもその辺について考えを伺います。

議長 保健福祉課長、今の質問の中で数字の見方といいますか、十分理解されてない
のかなという部分があるかなと思うので、この変更後というのが二つ欄にあり
ますよね。その説明をちょっとやっていただきたいなと思います。保健福祉課
長。

保 健福 祉
課長

それではこの表の見方からということで議長から話ありまして、上のほうが変
更前で下が変更後ということ、基本的には全ての内容がそうなんですが、上が
変更前、下が変更後ということの数字で載せてあります。その中で、例えばか
つら園の大規模改修事業であれば、３１年度、（５３０３万８千円）という金額
が載ってあります。これが総事業費です。この総事業費のうち、ほぼ４分の３、
国と道の補助金が３７００万円、これは右にあります。この残りの財源がその
他ということで１０６９万２千円と、一般財源５３４万６千円、このあわせた
３分の１が下のほうの変更後の事業費、町の負担分が５３４万６千円という、
町の負担分をあくまでも５３４万６千円ということですのでこのうち過疎債で
５３０万円、一般財源から出す分が４万６千円というこういうような金額にな
りますので、それからいくと補助を除いた分の３分の１、一般財源としては貴
重なお金ではあるんですが、総事業費から見ると町の負担は極めて少ない金額
だということになっております。いかがでしょうか。同じような考えで下のす
ずらんもそうなんです。それぞれうちのほうも町内にはなくてはならない施設
ということで、ある程度の支援というのは当然必要だというふうに思っており
ます。その中で先ほども言ったとおり、７５％という非常に高額の補助が国の
ほうから示されたということで、この機会を逃すとなかなか今後も大規模改修
にかかる費用の捻出は当然厳しくなると思われますので、うちのほうもこうい
うようなことで道を通じて国のほうに要望しながら採択に向けて全力でいろん
な関係者からの協力も得て、何とかこれは通したいということで努力しており
ます。一応そういうようなことで事業の内容についても、平取福祉会の理事の
方と前段まず１回目いろんなことを、概略を前に話したんですけど、そのあと
施設長会議の中でこの事業の今後の方向性、またここにある小規模多機能とか
生活支援ハウスの将来的な展望も含めて、施設長会議、理事長とこういう話は
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再三協議しながら進めているということにしておりますので、今後先ほどまち
づくり課長が言ったとおり、例えば生活支援ハウスについても先送りしながら、
今後の建設場所、また運営形態として当然福祉会のところで専門職員の採用と
いうこともありますので、そういうことで検討期間を設けながら協議している
という状況であります。以上です。

議長 千葉議員。

１１番
千葉議員

３回ということで私のほうからこれが最後になるかなと思うんですけど、私自
身もちょっと数字の中身の部分と照らし合わせて、実際町のいわゆる持ち出し
の部分というのもあるんですけども、来月、福祉会のほうから議会のほうと懇
談会の申し出がありますので、その中でもしっかりと伺っておくことは伺って
おきたいなというふうには思っています。ただ先ほどから何回も言っていると
おり、やっぱり一つの事業をやるのも、いくら一般財源の持ち出しが少なかろ
うとも、やっぱり事業を二つ三つ抱き合わせで進めていくということに対して
は、やっぱり透明性とそれから慎重性というんですか、それが必要だなと思っ
ていますので、財源の勉強も含めながら福祉会との話し合いでしっかりと伺っ
ておきたいなということを申し添えておきます。答弁はよろしいです。

議長 ６番藤澤議員。

６番
藤澤議員

６番藤澤です。ただいまの延長になるかと思われますが、私も元福祉会のはし
くれに座っていた者として申し上げますが、確かに当時、近い将来、ただいま
のような補助制度なりが来るであろうと、貰えるであろうという想定で、ほと
んどのものを図解を記してお届けをしていたところであります。しかし、ただ
いまの説明によりますと、上と下の金額云々で非常にわかりやすい説明を受け
たんです。これも、私は当初想定した内容であり届けている中身であります。
しかしながら、特にすずらん福祉園においてはすでにもう７０、７５という高
齢の方が当然のことながら毎年増えて生活をしておられる。そこに私が当時示
した図面の中には、高齢者棟なるものを、３０人、４０人規模の高齢者棟がす
ずらん福祉園内に必要ではないのかと。これにはやはり、億単位、億どころか
２億３億４億円の話であります。それにはすずらん福祉園の大改修とともに、
高齢者棟なるものを複合的に計画をすれば、先ほど言った比率の補助金が出る
という想定で作業を進めておりましたが、この私の言う高齢者棟なるものはど
こにも載ってないと思われますが、現在どのような考えでおられるか伺います。

議長 保健福祉課長。

保 健福 祉 前から、その高齢者棟の話は前理事長からも話を聞いて、うちのほうでも施設
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課長 ともいろいろ相談しながら、当然高齢者がもうかなりいるということで、その
整備という話もそちらのほうからも聞いております。ただ高齢者棟という補助
メニューはないという状況にありますので、これで一般的に高齢者棟というの
をつくるのであれば、老人ホームのほうに移りなさい、ということにも当然な
りかねないというのもあるんですけど、ただそればかりではなくて、改修の中
に特殊浴槽の設置とか、いろいろ内容的に高齢者も対応できるような施設整備
の中に含んでおりますので、そちらのほうで万全な体制ではないということに
なるかもしれませんが、そういうのも含めて、改修のほうをやっていきたいと
法人のほうも考えておりますし、うちのほうもそのようなかたちで補助申請の
中でいろいろ要望していきたいと思っております。以上です。

議長 藤澤議員。

６番
藤澤議員

６番藤澤です。わかりました。私どものときは先ほどと重複しますが、すずら
ん福祉園の大改修時にどうやら受けられる可能性があるという話でございまし
たが、それはそれで現状がそういうことであればやむを得ない、それはわかり
ました。ただこの全ての説明の中に、例えば住宅に類する部分であれば、窓に
はカーテンが付くであろうと。この辺までは工事費の中に入ってくるのかなと。
しかしながらそれに類した家財道具、什器備品類については、恐らく自前のも
のが多いんだろうと。そういうことを考えますと３分の１なるものはこの数字
の計算どおりにはいかないと思うんですが、そういういわゆる世に言うめくら
経費的なものは考慮に入れての話なんでしょうか。

議長 保健福祉課長。

保 健福 祉
課長

お答えいたします。この事業のこれは予算ということになりますので当然実際
に事業を執行する場合には入札減というのも当然考えられると思います。基本
は施設の整備、町のほうでは施設の改修にかかわる分の補助残の３分の１を補
助ということになりますので、備品その他の消耗品等についてはそれぞれ法人
のほうでそのあたりは考えて負担していただくということに当然なり得ると思
います。ただ先ほど千葉副議長も言われたとおり２月に平取福祉会との懇談会
も予定されているということですので、ちょっとそういうのも含めて今後の資
金状況、それと職員の定数の状況、多いのか少ないのかも含めて一応そういう
ところで協議をしてもらえればというふうに思っております。以上です。

議長 町長。

町長 全体的なことでお話申し上げたいと思いますが、かつら園については平成元年
に建設してもうすでに３０年ということで、もう本当に暖房だとか、浴室だと
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か、浴室の移動してやるものだとか、本当に必要なことができなくなる可能性
があるということでここにあげておりますし、また、すずらん福祉園も築３４
年ということで老朽化して、こういう制度に乗っからなければ町も助成できな
いですし、法人としてもそういったかたちでは自力ではできない状況にござい
ます。しかしながら本当に暖房だとか、あるいは風呂の移動式のそういう施設
などというのは本当に補助があろうとなかろうと、本当にやってあげなければ、
町民が不便を来たすということで、そういうかたちのなかである程度あげなが
ら、基本的には補助がついたことを前提にしながらあげておりますけれども、
こういうかたちであげていかなければ、本当に壊れた時には、それはもう、問
答無用で基金多少あろうとしても、やはり運転資金というのは当然必要であり
まして、全てそれをなくすということにならない状況の中では、何とかこうい
う補助の制度を活用しながら、補助がつかなければ年次費でずらすものはずら
しながらというようなことでやっていかなければ、やはり対象は町民でありま
すし、またすずらんは障がい者の福祉施設ということで、やはりこれは大事に
していかなければならないというふうに考えてございますので、財政規模のこ
と言っておりますけども、これは当然、我々もプロでありますので、そういう
かたちのやりくりとかいろんなことは専門的にやって今日まできてございます
ので、そういった適正な財政規模を図りながらも、必要なことはやはりある程
度先回りしてでも計上してやらなければならない部分もございますので、いず
れにしても、慎重の中にも、ある程度補助が付けばやってあげながら、やらな
ければ本当に壊れてしまってからでは持ち出しもどんと増えるということで、
もう問答無用で資金を出していかなければ、法人だけではやりくりできない状
況にございますので、そんなことを勘案しながらやってございますので、ご理
解とご協力をいただきたいと思いますし、２月にまた法人と懇談やるというこ
とを聞いておりますので、その辺も十分内容を確認しながら、共通理解をして
いただければというふうに思っておりますので、よろしくお願いしたいと思い
ます。

議長 井澤議員。

５番
井澤議員

今の５３番、５４－２のところですけれども、５３のほうは平取かつら園大規
模改修事業とあって、５４のほうは１億７４００万円という総事業ですけども
特に大改修というのは付いてないんですが、これは福祉会のほうでこういう項
目で付けてきたのか、５３００万円のほうのかつら園が大改修で、１億７千万
のすずらんが大が付いていないただの改修なんですが、ちょっと不思議に思う
んですけども、何故かといいますと平取かつら園５３番については、先年私が
一般質問で質問いたしましたが、今特別養護老人ホームというのは新しく建て
るものは全てといって良いほど個室化されております。かつら園については一
部２人部屋があるかもしれませんが、みんな４人部屋ということがあるので、
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ぜひその個室化するための大改修を、平取福祉会から上げてこなければ町も検
討できなかったかもしれませんが、今回この大改修というところで、全部で５
３００万円のところでこのような予算をつけて支援しようということがありま
すけれども、ここで平取かつら園に「大規模改修工事」と付けてしまうと、そ
のとき将来、望まれる個室化の時には「大大」とでもつけなければいけないこ
とになるので、これ法人が、向こうの法人様が付けた題名であれば向こうのこ
とですからやむを得ないですけども、障害者施設とこの特別養護老人ホームで
この金額も相当違うにもかかわらず、名称が違っていることに若干の疑問があ
るということと含めて、改めて聞きますけど特別養護老人ホームについては、
私たちが入るホームとしてはやっぱり個室化がいいなと思いますけど、一般質
問の私がしてから１、２年たつと思いますが、状況の変化等について保健福祉
課長どのようにお考えかお答えいただければと思います。

議長 保健福祉課長。

保 健福 祉
課長

名称については統一すれば良かったんでしょうけども両方とも大改修というこ
とで、これは・・なっております。そういうようにご理解していただければと
思います。個室の問題については今流行っているユニット化ということで、９
人ひと定員で１ユニットというのが今流行りといいますか、そういうのが特に
補助対象の大きい事業ということではあります。ただかつら園の場合は今の内
容、区切りと敷地の問題を含めるとユニット化の個室というのはもう新築と同
様くらいの金額ということになりますので、これは財源が許せばそういうよう
な支援もしたいところではあるのですが、現状の施設を大改修しながら相当年
数使っていただいて、それでも１０年、２０年後にそういうときに建て替えが
必要だということになれば当然そのようなかたちのユニットの老人ホームとい
うことで建設される、あくまでも必要性といいますか、財源の問題もあるんで
すけども、将来的にはそういうような考えも出てこようかというふうに思って
おります。以上です。

議長 井澤議員。

５番
井澤議員

違う番号の５３番、５２－１に移ります。これ貫気別の説明会ときに、５２の
生活支援ハウス整備事業とそれからこの小規模多機能型居宅介護施設整備事業
は一体型の建物として建てるという説明を受けたんですが、そのことは間違い
ないでしょうか。それから、これ本町地区とありますけれども、一体型で建て
るときに、病院跡地に建つという計画のものであったかどうかということと、
平取福祉会にすでに名前も出ていましたけれども、平取福祉会が引き受けてい
るという前提でもう事が進んでいるのか、あるいはほかの事業者さんがやりた
いということがあれば検討する可能性があるのか、その辺についてお答えくだ
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さい。

議長 保健福祉課長。

保 健福 祉
課長

まず生活支援ハウスなんですが、これの国の設置要件の中に、近隣すぐ横に、
デイサービス施設がなければいけませんという規定があって、これがあること
によって国の基準に沿った地方交付税の歳入の対象になる施設ということにな
ります。あくまでもデイサービス施設がなければだめだと。その時にこの小規
模多機能の中には、デイサービス、ショートステイ、訪問サービスとあります
ので、この施設を一体化することによって国からの交付税措置が受けられると
いうことになります。特にそれぞれ施設を別にするとまた食事の問題、管理の
問題いろいろなものがあって、これを併設しながらそういう経費の問題も若干
安くできるという、そういうような想定もしている中でさらに事業者なんです
が、これについては現状ではやっぱり平取福祉会が受けてもらえる業者という
ことで、特にこういう施設をつくるにあたって、専門職員の採用、募集、増員
というのが必要になってきます。町のほうでいくらこうつくりたいと勝手に計
画をつくっても、受ける業者がいなければ実現できないという状況になります
ので、早い時期から平取福祉会と施設の概要、内容、それと職員体制も含めた
今後の経営の内容等、これを協議していかなければ実現できません。そういう
ことで、今平取福祉会と協議を進めている状況です。それと場所ですね、基本
的には病院に近いほうがいいということで、病院跡地ということでも考えあり
ます。それこそ今のかつら園の下のほうの敷地がどの程度空くのかというのも
考えながら、もしあそこに一緒にできれば先ほど言った食事とか管理部門での
それぞれの合理化というのはできますので、これについては先ほどと同じよう
に今後平取福祉会と協議をしながら何が一番効率よくできるか、経費の面、人
的な面と、そういうのも含めえて考えていきたいというふうに思っております。
以上です。

議長 井澤議員。

５番
井澤議員

よく理解できましたし、私は頭の中で給食施設も通じてかつら園との関係が出
てくるというのはちょっと頭になかったんですけども、大変良いアイデアなの
かなと思っておりますが、それで専門職員の配置ということがあって、今の段
階では平取福祉会さんにお願いするのがよろしいのでないかということがあっ
たんですが、振内の認知症のグループホームで９人ずつの２ユニットで、昨年
１０月から１ユニットが休みのような休止の状況で、職員が不足しているとい
うことがありますけれども、そのようなことのなかで今休んでいて、職員が充
足すればまた２ユニットで運営したいということが事業主さんのほうからき
て、議会、委員会にもそういう報告がありましたけれども、生活支援ハウスに
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ついては管理する人は１人でいいのですけれども、小規模多機能施設の運営と
なりますと専門職ということで、長となる人、これひょっとしたら生活支援ハ
ウスの施設長と共通でいいのかもしれませんが、あとケアマネージャーとケア
ワーカーとかいろんな専門職の人が必要になってくるという状況で、振内のグ
ループホームでは職員不足に陥っていますけども、今この病院跡地が候補だと
言うんですが、平取の本町近くだとこういう専門職、それからケアワーカーと
いうスタッフ職が集まらなければやっぱり大変だし、そしてこの小規模多機能
施設というのは私が１０年前まで仕事をしていました札幌の法人でつくって、
３年ぐらいを経験して参りましたけども、いろんな機能があるだけに、とても
大変で運営的にはなかなか黒字というのは見込めないようなことなんで、法人
全体でそれを何とか賄っているというような、１０年前の話でしたけどもそう
いう経験を持っていますので、この小規模多機能施設については、今法人と十
分に検討してということがありましたけど、このスタッフの確保とか、具体的
にそのご利用者の皆さんが何をどう望むかという、ショートステイ、デイサー
ビス、ホームヘルプサービスですね、そういうことを含めて、かなり密に詰め
た上で法人さんに施設運営をしていただかなければ、難しい面があると思うん
ですが、その辺について、スタッフの確保とかについていかがお考えでしょう
か。

議長 保健福祉課長。

保 健福 祉
課長

先ほども言いましたとおり、平取福祉会の理事長及び施設長会議において、こ
の件については協議を重ねている最中でして、うちの要望する施設については
もうすでに法人のほうにはこの旨伝えてあります。その中でお互い専門職をど
うするか、人員基準の中でどう対応するかと。それぞれ法人の役割、町の役割
ということで今協議中ですけども、今後法人でやれること、町でどの程度支援
できるかというのも含めて、人的な配置についてはさらに協議を進めて参りた
いというふうに思っています。

議長 休憩します。再開は４５分といたします。

   （休 憩 午後 ２時３２分）
   （再 開 午後 ２時４５分）

議長 それでは再開します。質問を受ける前に午前中の答弁、保留になっていた部分
について答弁をいただきます。まちづくり課長。

ま ちづ く
り課長

午前中に高山議員から公債費のことについて、ご質問がありましたのでお答え
したいと思います。３４年から３７年度の公債費のピークでございますけれど
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も、３７年度に一応９億９００万円程度の公債費がかかっていくということで、
３３年度から徐々に徐々に公債費上がっていきまして、財政にちょっと確認し
たところ、３８年度がピークということで、３８年度で温泉の償還が終わると
いうことで３９年度からは１億何千万円ぐらい落ちるというような想定でござ
います。

議長 それでは質問を受けますけれども、ひとつ、質問、答弁、それぞれ簡潔にもう
少しお願いしたいなと思っております。それでは、１１ページ、１２ページ。
ありますか。四戸議員。

１０番
四戸議員

１０番四戸です。皆さん５３番のかつら園の件で質疑して、課長も大変疲れて
いるかなと思うんですけれども、一つだけ、簡潔に質問しますのでよろしくお
願いいたします。それで内容の中に特殊浴槽が出ておりますけれども、福祉会
の味方するわけではないんですけども、現在使われている浴槽は耐用年数は６
年と聞いております。それでかつら園もいろいろ頑張ってもう既に１２年経っ
たというふうに聞いております。いつ壊れても、水周りの施設ですから、おか
しくはないなというふうに考えておりますけども、この間テレビでも言ってい
ましたけど、デイサービスもそうなんですけども入所の方も毎日車いすの方も、
風呂に入れる、これ認知症防止に大変良いというふうにテレビでも言っていま
したので、もしいつ壊れるか、もう壊れても不思議じゃないのかなというふう
に考えておりますけども、もし壊れた場合はこれどうですか、町としてもし国
からの助成ないと、かつら園としても浴槽ないとやっぱり困りますので、その
辺の考え方、課長に聞いておきたいと思いますのでよろしくお願いします。

議長 保健福祉課長。

保 健福 祉
課長

それでは四戸議員おっしゃるとおり耐用年数相当経過しておりますので、この
部分については３１年度の予算で１基分の購入補助ということで考えておりま
す。１基１１００万円ぐらいするということで、この分を２分の１を補助しな
がら予算措置をしたいというふうに考えております。以上です。

議長 他に１１ページ、１２ページ。高山議員。

９番
高山議員

高山です。まちづくり課長の説明で先ほどのお話ありました生活支援ハウスだ
とか、小規模多機能だとかということで、生活支援ハウスの時には建設場所が
なかなか決まらないので１年遅れますよということのお話があったんですけれ
ども、もう今年の病院のグランドオープンというか、開院がもう７月というこ
とで迫っておりますので、前回の委員会の時もお話していましたけれども、建
設場所、いろんな施設の建設場所については類似する集約施設をなるべく早急
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に庁舎内プロジェクトの中で決めていきますよということで、現在検討中だと
いうことはあるんですけれども、なるべく今でも１２月の委員会と同じだと思
うんですけれども、なるべく早くうちの町のそういった施設関係だとか、公営
住宅も含めてですけれども、例えばどうあるべきかというグランドデザイン的
なものはなるべく早急に決めていく必要があるかなと。どちらかというと、公
営住宅が必要だから、何が必要だからということで、対照的な利用法でここに
ということになるけど、それは結果的にやっぱり連携していかないということ
になるんですけれども、前回の委員会の後、この施設ばかりでなくて病院もも
うそろそろあれだということですけれども、どれぐらいの、先ほど前の時には
類似した施設を集約的に配置するような計画を作るということなんですけど
も、その経過はどうなってるのか、１点だけ教えていただければと思います。

議長 副町長。

副町長 お答え申し上げます。昨年の常任委員会で本当に概略的な方向性だけを進めさ
せていただいたということでございまして、現実としてはあのかたちから、そ
う進展はないというのが現状でございます。先ほどから財源等の話も非常に多
く出ているということでございまして、あの時お示しした資料、本当に概算の
資料ですけれども、全てを満たすような事業を実行すればもう本当に相当の財
源が必要だということになってございまして、もう方向性としては集約して複
合化なりを図って、よりそのメンテナンス経費を圧縮するということは間違い
ないんだというふうに考えてございます。ただその場所とか、あと財源の非常
に重要な課題があるというようなことでございますので、その辺をクリアしな
ければなかなかこういうようなかたちというのは出てこないのかなということ
もありまして、先ほどからずっと議論なってるその財源的な総合計画としての
配分は、とりあえずと言ってはなんですけども、３か年こういうかたちで行く
んだという大きな方向性を示してるということをぜひご理解いただければと思
っております。当然その年どしの地方交付税の状況ですとか、そういうものに
当町の財源と言いますか、大きく左右されるというようなこともございますの
で、その状況によっては近い将来といいますか、中期的な計画の変更などもや
はり出てくるということは今までの経緯も含めて、それはありうるのかなとい
うことでございますので、早急に、さらにそう言った今必要とされている公共
施設の整備の仕方等も含めて考えるということになりますけれども、ぜひそう
いう状況であるということもご理解いただいて、私どももそういったこともい
かにクリアできるかということも含めて検討を急ぎたいというふうには考えて
ございます。

議長 高山議員。
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９番
高山議員

そういった内容ということになりますけれども、ただ場所等で先送りするとい
うようなことのなかで色々こう説明がありましたけれども、ただ財政計画見て
いくと、昨年から、３０年度から３１年にかけてどんと１０億円ぐらい落ちて
いますよね。それで３１年が１５億円、そうして３２年がさらに１７億円、そ
して３年後のこの計画の最後には２０億円ということで、少し投資的な事業も
含めてやはり均等に計画を立てていったほうが、何の事情でかわかりませんけ
れども、物建てる時にその物が決まっていないから、翌年、翌年ということに
なると、今年３１年の事業は１５億円ですけれども、３３年には基本的には５
億円も増えて２０億円というようなことでない、やはりこうバランス良い財政
計画のほうがいいかなということでありますので、なるべく先ほども言いまし
たように、グランドデザイン的な町の施設、公共施設、福祉施設をどうするか
ということは、なるべく早く決めていっていただければ大変ありがたいかなと
いうことで、これは要望でございますので返答よろしいです。

議長 ほか、ございますか。なければ、１３ページ、１４ページ。なければ１５ペー
ジ、１６ページ。櫻井議員。

３番
櫻井議員

５６－１の環境保全型農業直接支払交付金事業というのが新規で出てきている
んですけど、肥料がどうしたこうしたといった先ほど説明あったんですけど、
ちょっとよくわからないので具体的にどういう事業なのかというのと、どうい
うかたちでどういう基準で農業者に支払われるかというのを教えていただきた
いんですけど。

議長 産業課長。

産業課長 お答えいたします。環境保全型農業直接支払交付金事業でありますけども、こ
の事業につきましては、簡潔なんで、今、平取町で取り組んでいるのは特産米
を作っているお米の農家さん９軒がこれの事業に乗っております。低農薬で一
つはお米を作っているという条件、それともう一つは、フェロモントラップと
いういわゆる蠅とり紙を田んぼに置いて、その害虫の数によって農薬を減らす
というやり方、そういったようなことをやることによって、国のほうから単当
たり６千円の補助が出るという、中山間地域と同じような事業なんであります
けども、そういう補助事業であります。国が２分の１、道が４分の１、町が４
分の１というかたちで支払う事業でありまして、多面的機能の発揮を促進する
事業ということで日本型直接支払制度の中の一環であります。そのような説明
でわかってもらえたでしょうか。

議長 井澤議員。
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５番
井澤議員

５番井澤です。今の５６－１のところですけども、新規ということですけども、
現在９戸の方が特産米を栽培して、販売出荷しておられるというふうに聞いた
んですけれどもそれ正しかったでしょうか。

議長 産業課長。

産業課長 すいません、記憶で話してしまいました。１０名ですね、奥村さんほか９名で
す。９軒といたしましたけど、１０軒の農家で今取り組んでいるところであり
ます。新規というよりは、３０年度補正で上げておりますので、３１年度は継
続というようなかたちになりますけども、総合計画としては新規の扱いになり
ます。

議長 井澤議員。

５番
井澤議員

１０戸でやっておられるということですけども、これらの方々は個々にやって
おられるのか、あるいはグループを作っておられるのか、あるいは地域的な塊
があってやっておられるのか、その辺についてはいかがですか。

議長 産業課長。

産業課長 平取特別栽培米協議会というのがありまして、そこに結集する１０軒の農家の
方が全町の中で行っているという作業であります。

議長 井澤議員。

５番
井澤議員

特定栽培米ですのでいろんな区分けがあると思うんですが、一番極端なのは完
全有機、完全無農薬というような方法で、それに商品価値があるということで
高い値段になりますが、それを買える人は買っていただいて、喜んでいただく
ということでありますけれども、平取町の水田農家の中では少ない戸数の方が、
この特別栽培米に取り組んでいるということで、それをどう伸ばしていって、
平取町の農業、特に水稲栽培について成果を上げていくかということだと思う
んですけども、先ほど説明があった低農薬とか蠅取り紙ということがあったん
ですけども、かなりそういうことでやると農薬が他の水田に飛んでいくという
こともあるし、そういうことを防ぐためにどちらかというと隔離された環境の
中の水田でやるのが、農薬についても、あるいは有機ということをやるについ
ても効果があると思うんですけれども、現状としてはその１０戸の方々につい
てどのような水田の環境の中でやっておられるか教えてください。

議長 産業課長。
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産業課長 今年から特別に作業を進めたということではないということだけご理解をいた
だきたいと思います。もともと平取町の農家さんは低農薬で作業を進めており
ますので、自分たちがやっていることが環境保全型農業直接支払交付金制度に
該当するということで、今年度、改めて団体をきちんとしたものを組織し、自
分たちで組織をして町に申請を上げてきた。国の補助事業に乗ることができる
ので、ぜひ申請をしたいということで、本年度、補助申請をしてきたというも
のであります。

議長 ほか、ないようでしたら、１７ページ、１８ページ。櫻井議員。

３番
櫻井議員

新規の７２－１のトマトの里構想推進事業についてでありますが、先日もびら
とろんというところで説明会というか伺ってきたんですけど、この里構想とい
うのは、トマトの安定供給ということと町に暮らす人々が健康で元気になると
いうのが目的であるということを伺ったんですが、この中で安定供給を図ると
いうのが構想の目的の２つの中の１つだと思うんですけど、これ安定供給って、
今までも十分に町の施策としてやってきたはずなんですけど、このトマトの構
想の中で特別に安定供給を図るというのはどういうことをやるのか教えていた
だきたい。

議長 産業課長。

産業課長 安定供給という言葉が良いのかというのはあるんですけども、生産量の維持と
いうふうに考えていただければいいかなと思っております。町内のトマト農家
さんの数はここ数年若干微減をして、作付面積につきましても昨年度１１１ヘ
クタールというかたちになってきております。ここ１０年ぐらい１１０から１
１５くらいの間で推移をしてきているわけなんですけども、収穫量自体は１万
１千トンをキープしているというのがこの１０年間だと思います。その中で、
多少収穫量が落ちても、４０億円を超えているというのは、平取トマトのブラ
ンド力によって単価が毎年上がってきているという状況であります。

議長 櫻井議員。

３番
櫻井議員

それはわかるんですけどトマトの里構想の中で維持をしていきたいということ
で言っていますが、今までの政策とどこが違うんですか。

議長 産業課長。

産業課長 今までの政策の継続であります。
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議長 櫻井議員。

３番
櫻井議員

トマトの里構想の中でわざわざ、謳い文句で上げる必要ないんじゃないですか。

議長 産業課長。

産業課長 短い言葉で伝わらなかったと思うんですけども、今までやってきたものをさら
に上乗せしてやると考えていただければいいと思います。新規参入者を募集す
るにあたっても、今まではリクルートという会社を中心にした農業人フェアと
いうものに出展をしてきておりますけども、次年度以降につきましてはプラス、
マイナビという業者が設定をしている農業人フェアにも出展をしていくという
かたちで門戸をどんどん広げていくというのと、今までもびらとりトマトのブ
ランド力のもとにびらとりトマトの宣伝はやってきておりますけども、その足
を止めることなく、それ以上に宣伝をし、びらとりトマトのブランド力を上げ
ていく。それによって選ばれるトマトであり、選ばれる平取町、選ばれるトマ
トであり産地であるというふうにやっていきたい。足を止めてしまっては、た
だの産地になるというふうに考えておりますので、引き続き継続をしながら、
レベルアップを図りたいというふうに思っていただければいいと思います。

議長 櫻井議員。

３番
櫻井議員

これまで説明会というのかな、何度か各地でやられると思うんですけど、私、
それに参加しているわけじゃないんですけど聞いた話によると、農業者自体が、
これはそれこそ構想じゃなくて妄想じゃないのみたいな発言が出たり、先日び
らとろんにおいても、農家の方って多分議員以外には１人いたのかな、そのい
うような、なんていうのかな、認識のもとで本当にこのトマトの里構想という
のが必要なのかというか、今後、発展していくのかというのがちょっと不安な
んですけどその辺についてはどうなんですか。

議長 産業課長。

産業課長 参加者につきましては、びらとろんは今のところ２回やっております。９月と
先日行った部分、それぞれそんな多い人数ではなかったと思います。１回目も
３地区で３０数名、２回目も３０数名というかたちで、農家の方は貫気別では
過半の方が農家でしたけども本町地区は確かに１名の方というかたちでありま
す。２回目のびらとろんにつきましては、全生産者に対してご案内をし、里構
想の中身についても示させていただきました。これらについては、あくまでも
自治基本条例に則って、新たな計画なりを組むときにはきちんと、関係者なり
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地域住民にはオープンするという立場でやってきているものでありまして、直
接農家の方と話しているのは、トマトキュウリ部会の役員会で一度お話をさせ
てもらってご意見もいただいておりますし、私は一度書類を送っておりますの
で一定程度は理解をしていただけるのかなと思っているんですけども、なかな
か難しいところがあるのかなと思っています。これからも引き続き説明なりを
していきたいなと思っておりますけども、具体にこの里構想は「あったらいい
な構想」でありますので、現段階では、何をどこがいつの時点でつくるという
ものは書いておりませんので、それらは具体にまたなってきた段階では、きち
んとその関係者と意見のすり合わせを行っていくべきだというふうには考えて
おります。

議長 櫻井議員。

３番
櫻井議員

今、縷縷お話聞いたんですけど、これ実際に国・道から５００万円かな、出て
いるんですけど、一般財源から、毎度毎度ぐらい５００万円ずつ出るというこ
となんで、本当に、商業の関係の予算のことをここで言うべきではないのはわ
かっているんですけど、１００万円、１５０万円のやつをもうぽんと削るのは
よくあるんですけど、これ本当に必要なのかって、１千万円のこの事業を「あ
ったらいいな構想」のために毎度毎度これ使うのはどうなのかなと、僕全然理
解できないんですよね。その辺りちょっとお教えいただければというか、熱意
をもっと感じたいんですが。

議長 産業課長。

産業課長 具体に今回の３１年度の事業で載せてありますのは、新農業人フェア、新しい
農家の方を募集に行く農業人フェアに対する参加費、職員の旅費、ブース代、
それとマイナビに新たにチャレンジをしていくわけなんですけども、そのホー
ムページに平取町のブースを設ける、コーナーを設けるというようなかたちで
の経費を載せてあります。それが約３分の１。残り３分の２につきましては、
新たにスーパーを相手にスーパーでの物販をやっていきたい。今北海道新聞か
ら提案がきておりまして、北海道新聞社の広告部と一緒に連携をし北海道新聞
の広告とあわせて、札幌のアリオというスーパーの中でその一角を借りて、２
日間の物販を行っていきたいということで予定はしております。なぜ道新かと
いうと北海道新聞の全面広告を使って、その中でびらとりトマトの宣伝をする
のとあわせて新規就農者の募集をしていく。また平取町の宣伝をしていくとい
うような道新の宣伝とタイアップしたなかで、そういう物販もやっていけると
いうふうに考えておりますので、北海道新聞社の広告部との連携でより一層の
ブランド力のアップに努めて参りたいというふうに考えております。伝わりま
せんか。
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議長 井澤議員。

５番
井澤議員

同じくトマトの里のところに関してですけども、貫気別での説明会に私も参加
いたしまして、崎廣課長の定年を前にした情熱あふれる構想を伺って、これは
トマトの生産というのは安定しているということで４０億円以上とか１万１千
トン以上ということで、この状況がそれほど農家でやりたいならもっと大勢の
農家がトマト栽培するわけだけども、していないという状況の中には、それぞ
れの農家の事情があると思うけども、私はその説明会を聞いたところのなかで、
これはもう全町一体となって商業も含めて、それは加工なんていうのも含めて、
大切なことかなとは思ったんですが、その中に詳しく説明は、今日のところの
なかでは特段説明はなかったけれども、農業のトマトに関する研究所、施肥だ
とかそういう研究所だとか、大きな販売とだとか、それから展示室、世界中の
トマトを集めてトマトとは世界にこれだけある、その中で平取のトマトはこう
いう位置付けだというようなことをやる大きな博物館というのか、大きなイベ
ントスペースをつくるというようなことまでの説明であったので、これはこと、
農家、農協だけにかかわることでなくて、町全体のことにかかわることで、今
１千万円ずつ３年間の予算でいっていますけども、もし施設、研究所とかそう
いうものをつけとすると、何億、何十億というものが必要になる構想かなとい
うふうにお伺いしましたけども、そんなふうに私は受け取ったんですが間違い
ないでしょうか。

議長 産業課長。

産業課長 中身はそう書いてありますけども、いつ誰がどの時点でやるというのは決して
書かないというお話もさせて貰ったと思います。農協が、役場が、地元の企業
が、３年先にこういったもの建てますよとかいうことを構想のなかに書くと、
それに縛られてしまってなかなか将来像が描けませんので、将来的に平取の町
がトマトの里としてこういうかたちであったらいいねという皆さんの思いをこ
の中に書いていき、これから来年度以降できるところから一つずつ、特に大き
なハードについてはほぼ不可能だと思いますので、そのハードの案が出たとき
にこの構想が一つのバイブルになっていただければという思いで、色んな皆さ
んの思いをこの構想のなかに書かせてもらっているつもりであります。

議長 ほか、よろしいですか。２番松原議員。

２番
松原議員

２番松原です。６９－１で、就農チャレンジ農場についてお伺いしたいんです
けども、大規模施設園芸ということを目標にしてやるんですけど、これ中心と
なるのはどこでやっていくのかと、また人数的にはどれくらいの人を入れて経
営するのかお伺いしたいと思います。
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議長 産業課長。

産業課長 数年前からこのチャレンジ事業については、総合計画の上で提案させてもらっ
ておりますけども、残念ながらまだ明確なものが出ていないような状況であり
ます。かたちとしては法人経営、それと若年労働者がそこで働く、そしてハウ
スによってトマト栽培をする。生業としてではなく労働者として働く人をそこ
で雇い上げるというのが基本的な構想、それがトマトの生産に結びつき、なお
かつ体験としてつながり、地元で第三者継承なりに結びついていくかたちにな
っていただければということで、このチャレンジシステムを考えているわけな
んですけども、残念ながら明確なところに行っておりません。それで１年また
先送りをしているわけでありますけども、本年度法人経営農場の調査を行って
おります。全国各地でやっている農協が法人の中心となる法人、役場が法人の
中心となる法人、農家さんが法人の中心となる法人、三つのパターンで一応検
討しておりまして、それらがどういったような収入でやっていくのか、体験農
場だけでやっていくのか、それとも育苗含めて今平取で言えば、アグリサポー
トがやっているような仕事を収益として体験農場につなげていくのか、いろん
なパターンがありますので、現在、委託業者に調査を任せております。それが、
明日検定になるのでそういう成果品が納まるわけなんですけども、それについ
ても、２４日のトマトの里シンポジウムで一定程度の報告がなされる予定であ
ります。それらを参考にしながら、来年度農業協議会なりで検討させていただ
いて、方向性がまとまれば次年度設計というかたちで進めさせてもらいたいな
と思っています。

議長 井澤議員。

５番
井澤議員

今の６９－１のところで大きな施設を造ってというところがありますけれど
も、教育委員会関連で平取養護学校の高等科に職業コースを作って、そこの中
で２つのコースがあってトマト、農業コースとかそれから木工金属加工のと、
あったんですが、先ほどのトマトの里構想のことも関連してくると思うんです
が、養護学校高等学校の修了者の方で何らかの作業労働できる方がであっても、
なかなか行き先がないというか就農する機会がないということがあったりする
んですが、このチャレンジ事業等のことのなかで、そういう今初めて考えるか
もしれませんけども、トマトの里構想と合わせて、養護学校高等科職業コース
でそういうトマトハウス等で研修をした方々についての、何というか将来の見
通しみたいなものは検討できますでしょうか。

議長 産業課長。

産業課長 検討できると思いますと答えていいんですかね。教育委員会サイドのほう、す
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みません。

議長 教育長。

教育長 今養護学校の話も出てきていますけれども、昨年１２月の定例議会のときに、
全員協議会で話したのは今そういう方向で話が来ているということなんで、今
後どのようなかたちになるかというのはまだ決定していない話なので、それが
トマトの里構想とつなげるだとか、そういうことは今まだわからない状況にな
っています。今後、話が進むというかたちになりますので、その際には議会の
ほうにも話しながら進めていきたいというふうに思っています。

議長 ほかございますか。中川議員。

７番
中川議員

１７ページの７３－１バイオマスについて、先ほど、まちづくり課長から説明
があったとは思いますけども、もう少し具体的な内容を聞かせてもらいたい。
そして、まず、利用をする場所についても先ほど病院からとか言っていたとは
思うんですけども、その病院についても、そういう施設を利用、このバイオマ
スを使う機械とかそういうのを今つけているのかどうか、そういうところも確
認したいと思います。

議長 まちづくり課長。

ま ちづ く
り課長

お答えいたします。この事業につきましては、平成２６年度に産業バイオマス
都市構想ということでうちの町が認定を受けておりますけども、その計画の中
で、町にあります、再生可能エネルギーであります木質バイオマス、いわゆる
木のエネルギーを利用できないかということで調査をしておりまして、その中
で現在木質のチップを使ったボイラーと発電をする機械があるんですけども、
その導入ができないかということで、今年度調査をしておりまして、先日、調
査結果をいただいているところでございます。その中でバイオマスボイラーと
いうかその機械を使いまして、電気と温水を利用しまして、今、病院の施設に
新しくできる施設にそれをつないで、電気を供給するのと、温熱、温水等も供
給すると。そうした残り、公民館のほうとだとか、体育館のほうにも利用でき
ないかということで考えておりまして、場所的には今想定しているところは病
院の裏側というか、公民館側の裏側にそういうものを設置してそこからパイプ
で病院だとか公民館のほうにつないでいきたいということで、今調査をしてい
る段階です。それで病院については今新しい重油ボイラーをたしか設置してい
るはずなんですけれども、それらについてはもしこのバイオマスボイラー等が
設置できれば、バックアップのボイラーというかたちで利用していって、木質
のボイラーですので、やっぱり年に何回かメンテナンスだとかしなければなら
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ないというところもありますので、そういうなかで木質のほうに切りかえなが
ら、ＣＯ２の削減等を図っていきながらということで検討しております。ただ、
今その経費的な問題だとか、スペース的な問題、あと燃料をどうするかという、
いろんな問題がありますけれども、これらについてはある程度クリアになれば、
実施していきたいなというふうに考えております。

議長 よろしいですか。ほかになければ、松澤議員。

１番
松澤議員

６９－２の新規就農住宅整備事業なんですけども、現在紫雲古津のほうの新規
就農の方の住宅が空いてると聞いているんですけども、最近、新規就農の方の
平取のブースに来る方も少なくなっているということなんですけども、それで
も紫雲古津に住宅をつくるということはどのような考え方で計画しているんで
しょうか。

議長 産業課長。

産業課長 基本的には新規就農者の方が、体験をやって、実践農場で働いて、新規就農し、
実際、住宅ローンを借りて家を建てるためには４年の経験が必要だということ
で、どうしても６年間住宅にいなければならないということで、振内含めて紫
雲古津のそれぞれの地域から６戸の住宅を造って貰いたいという要請がありま
す。それに基づいて、今回組んでいるものなのでありますが、議員おっしゃら
れたとおり今現在２戸あいております。それは新規就農の体験の方が１人来て
いないという、１年来ていないという部分と、先に出られた方がおります。そ
れでちょうど２戸空いておりますので、その以降については、現在、若干、修
理をしなければならないということで、修理をしながら、また来年度以降来る
方が入るというかたちで使わせてもらいたいなと。それで実際２年間空かせて
次の年に住宅の建築の計画を送っている状況であります。

議長 ほか、ございませんか。なければ１９ページ、２０ページ。千葉議員。

１１番
千葉議員

１１番千葉です。今回の小冊をもらってやっぱりちょっと気になっていたのが
１９ページ、一番最初にある７３－３平取産米清酒醸造事業について、ちょっ
とお伺いしたいことがございます。肝いりで昨年、私も青森まで実際に行って
きまして、醸造を拝見しまして、歴史のある竹浪酒造さんですか、行ってきま
したけども、雑菌のない寒造りと寒仕込みというかたちで、大変美味しいお酒
がそれなりにでき上がったのかなという感想を持っていますけども、３１年度
でとりあえずはこの表を見る限りでは、この後どうなるのかなと。一つはやっ
ぱり心配をしております。それと今年、初年度で販売をしたわけですけど、や
はり、びらとり農協さんの販売戦略と、それが我々が考えていたもうちょっと
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民間を活用した販売戦略、あるいはネットを活用した販売戦略というものが、
私はもっとあってよかったのかなという思いはしております。その一つに平取
の農協、本町には一升瓶で仕上げたカムイ義経とそれから四合瓶の部分と、す
べて店頭には出ておりますけども、同じ農協の店舗で平取はそうであっても振
内のほうには一升瓶のものが最初の予約販売から一切店頭に出てなかった。そ
れから、もっと極端に言うとルシナさんですか。びらとり農協の店舗、富川の
大きな店舗、そちらのほうでも本当にずっと継続して全種類売っていたのかな
というのはちょっと私の目には止まっておりません。役所でやること、あるい
は農協単体でやることには限りというか、限界が私あると思っていましたけど
も、もうちょっと民間を取り入れて、もう一気にこんなの売れるような方法、
これも一つやっぱり考えていかなくちゃいけない、反省があるのかなと思って
いますけども、とりあえず３１年度以降、今年以降、どのような販売戦略、あ
るいは事業の内容を読んだとおり平取産米の６次化を通じ、農家の所得、それ
から町内産業経済の活性化を図るとともに、米の作付け可能な農家を保全する
という素晴らしい内容でありますけども、これをどのようにして、今後取り入
れた、この事業内容を取り入れた方向で行くのか、今後のことをまず聞かせて
いただきたいと思います。

議長 まちづくり課長。

ま ちづ く
り課長

まず今後のことということでございますけれども、この日本酒づくりにつきま
しては、当面は新しい平取町の特産品の販売、製造ということで取り組んでお
りまして、それがひいては米の作付けの減少になっているのが歯止めにならな
いかということで実施をしております。それで販売戦略といいますか、これに
つきましては、３０年度につきましては、各お店から購入本数の希望を聞いて
卸しているというところがあるんですけども、なかなか役場を通してやるとい
うのも限界があるものですから、今後これについてはちょっと方法を考えたい
なというふうに考えております。ただ、お店の売ることに対して町のほうで、
こうしてくれ、ああしてくれというのはなかなか言えないところがありまして、
なるべくこれだけ買ってくださいというお願いはするんですけれども、昨年度
やったときには本当に売れるか売れないかわからないというところで、なかな
かみなさん買ってくれなかったところもあるんですけれども、ただ、昨年度生
産したお酒につきましては、全て販売というか、終了しておりまして、あとお
店のほうにいくらか在庫があるのかもしれませんけれども、一応卸しは全部な
くなっているという状況になっております。今年につきましても昨年度より若
干多い量の醸造をする予定でございまして、これについても今年の売り上げを
見ながら、製造本数だとかを検討しながら、もうちょっと買いやすいような、
売りやすいようなかたちでお願いしていきたいというのと、あと昨年ちょっと
いろいろ、ふるさと納税のほうで取り扱っていただけないかということでお願



- 67 - 

いしてあったんですけども、取り扱っていただける業者がなかなかなかったと
いうところもあって、それについては今後、取り扱っていただけるようなかた
ちをお願いするということで、また検討させていただきたいと思います。

議長 千葉議員。

１１番
千葉議員

初年度ということあって、さまざまな反省事項というか、壁にもぶち当たった
んだろうなというふうには想像していますけども、このお酒づくりに関しては、
やはり一番最初スタートする予算付けした年のお話を持ってきますと、やはり
単発でイベント的なかたちで終わらすことのないようにという、確かそのよう
なこと私も申し上げた記憶ありまして、やるのであればちょっと話が飛躍して
ますけども、平取町に酒蔵の支店ぐらい持ってくるぐらいの勢いの将来的な構
想があって、夢があっていいんじゃないのかなというお話を申し上げたように
思っていますけども、民間の活用の仕方と、それから役所がやる仕事の中身の
接点というんですか、これは非常にやっぱりみんな難しいと思うんですよ。津
川課長のほうも、その辺の戦略的なことというのはまだまだ手探りの部分もあ
ったのかなと思うけども、やはりうまく販売戦略に乗っかってくと、もうすぐ
売り切れて量がないよ、あるいは品不足だよ、というぐらいのものがカムイ義
経というブランドのお酒に動きがないと、今後の製造販売に対しては、今年あ
たりが去年の反省も踏まえて勝負どころかなというふうに思っていますので、
もう一度酒造会社の竹浪酒造さんと含めて、あるいはその関係する農協のスタ
ッフの方、あるいはネット上の販売戦略、あるいはもっと極端に言うとコンビ
ニ、全道展開が中心になっているセイコーマートあたりとも、販売戦略を話し
合えるような、そんな様なかたちでもっていかないと、なかなか思うようなそ
の販売成果というのは得られないのかなというふうに思っていますけども、と
いうことは３１年度の事業計画７０万円、３２年にかけてもまだ継続していく
ということは可能というふうに考えてよろしいんでしょうか。

議長 まちづくり課長。

ま ちづ く
り課長

この経費については年々下げていきたいというふうには考えております。なる
べく町が関与しないようなかたちで、この酒米が、平取町で作ってそのお酒を
造っていただいて普通の流通経路に乗っていただければ、それが一番理想だと
考えております。ただ、まだまだできたばかりですのである程度その米を作っ
ていただく農家さんとも協力していただかなければならないところもあります
ので、若干は町のほうでも経費を持ちながら、継続できるようなかたちでやっ
ていきたいというふうに考えております。なるべくこの経費については、本当
に普通の、一般のお酒づくりのルートでこのカムイ義経ができれば一番理想だ
というふうには考えております。
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議長 ほかございませんか。２番松原議員。

２番
松原議員

２番松原です。７５－１の新規の森林環境税についてお伺いしたいんですけど
も、これ民間の森林環境促進とか木育の活動となっていますけど、具体的にど
ういうような方向性でやるか説明していただきたいんですが。

議長 産業課長。

産業課長 森林環境譲与税でありますけども、新年度から１２５０万円ということで予定
をしております。主に中身につきましては、一般民有林の中にあります間伐事
業それと作業路の修繕等々に、今の予定では間伐３０町、作業路の修繕１００
０メーター程度、来年は予定をしております。そのほかに今年度から始まって
おりますウッドスタート、子どもに木に触れてもらうという木育でありますけ
ども、それらに今度は、来年度から子どもに木のおもちゃをプレゼントすると
いう事業を展開して参りたいと思います。今のところこの環境譲与税の使い方
としては、新規の事業でなければならないという縛りがありますので、今町が
やっております民有林活性化の事業、一般の民有林で間伐や下刈りをやったと
きに助成をしているわけなんですけども、それに充てることが今のところ許さ
れません。若干これから変更になるんじゃないかという話ですけども、今現在
では許されませんので、新たに公共でやっている間伐なり作業路、それの予算
が少なくてあたらなかった民有林について、間伐に対して助成、作業路の修繕
に対して助成というようなかたちで今現在では考えております。以上です。

議長 中川議員。

７番
中川議員

７番中川です。７６番の水源環境林の維持経営事業、これについてお聞きした
いと思います。この事業内容の中ほどに相続等が困難な森林や大規模所有者が
経営する経営を放棄する森林を町有林として購入して経営を図るとここに書か
れておりますけども、相続が困難な山というか森林を具体的に町が購入できる
のかなと。そこちょっと疑問に思いまして、その辺のところを聞きたいと思い
ます。

議長 産業課長。

産業課長 事業内容の説明不足で申しわけございません。相続ができないもの、当然町も
買えませんのでご指摘のとおりだと思います。買えないので、一般的におじい
ちゃんが持っていて、お孫さんが親が亡くなったときに何か山があるんだけど
も何とかしたいだとか、そういうのに対して、町が相談を受ければ、当然相続
が非常に難しいんですけども助言をすることができますから、そういったよう
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な助言をして、まあ１町２町の山であれば、全く無視するわけじゃありません
けども、３０町、５０町、１００町の山であれば、それを放棄されればやはり
荒廃地というかたちになりますので、特に町有林に付随するようなところだと
かであれば積極的に、もし手放したいという方がいるのであれば、それらにつ
いて購入を考えていきたいと思っております。

議長 中川議員。

７番
中川議員

今の答えからいうと、確認なんですけども、そうしたら今のこの相続等が困難
な森林というのは、訂正ということでよろしいんですね。

議長 産業課長。

産業課長 先ほどまちづくり課長からもありましたとおり、これも答申終わっいてるやつ
なんで、次年度で訂正するということでお許しをいただきたいと思います。

議長 中川議員。

７番
中川議員

わかりました。もう一つお聞きしたいんですけども、先ほど千葉議員がおっし
ゃっていました７３－３、平取町の酒米のことについて聞きますけども、単純
にちょっとお聞きするだけなんですけど、この７０万円というお金、これは実
際に何のお金なのかお聞きしたいと思います。

議長 まちづくり課長。

ま ちづ く
り課長

これについては今想定しているのは、原料のお米代、それからラベルの印刷代
等、あと栽培委託料を若干払っておりますので、それらの経費ということで、
７０万円ほど見込んでおります。

議長 ほか、井澤議員。

５番
井澤議員

５番井澤です。議長に質問なんですが、今ほども出たんですが、この答申がさ
れているから変えられない、何とか理解してくれて私が先ほど貫気別体育館の
ＬＥＤ化等のとこについても同じような答えがありましたけども、これはこん
なことでよろしいんでしょうか。議会を無視されているような気もするんです
がいかがでしょうか。

議長 私が答えるとか何とかということではありませんけれども、さまざまなことと
いうのが実際に質疑の中であります。そのことよりも自分、今回本当に考えて
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いたことは、自治基本条例の中で２８年から総合計画については議会で議決を
するということがうたわれまして、私そのときも総合計画の段階で議決をする
というのは正しいことかという話をしたことがありまして。ある意味今の発言
にも通じるのかなという思いがあります。そういうことで、そのことについて
は、それぞれ訂正、お詫びの言葉もあったと思いますし、また今私が言った自
治基本条例の中にある議決ということについて、議会のみなさんとも今後やっ
ぱり考えていく必要があるのではないかな。やっぱり総合計画ですから次の年
また変わるということもある、それをもう事前に議決をするということ自体が、
予算がこの後あるわけですから、ここでやる必要ないなというのが私の持論と
して持っていますので、皆さんとその辺についてはまた協議させていただきた
いと思います。私に対する質問とかということは、この場ではやるべきではな
いと思っていますので。

５番
井澤議員

井澤です。地域での説明会があって、地域の人間として説明に出ていたんです
けども、議員としては、最終的には審議会で答申されて決まっていて議会に出
るということはわかるんですけども、その原案が事前に地域で説明するのに議
員にはなぜ説明されないかということがちょっと私疑問だったんですが、私の
考えは間違いでしょうか。まちづくり課長がお答えいただいても結構です。

議長 経過的なことであれば。副町長。

副町長 この総合計画の議論といいますか、平取町独自のシステムといいますか、まず
各課で集まった事業を組み立てて、財政計画とともにまず住民に示そうという
一つの決めというものがございまして、それを最終的には予算というものの議
決を含んだそういったもので、議会の皆様に議論いただこうということでござ
いますので、最初か後かという議論もあると思いますけども、一応広くこの計
画についてどうなんだということをまずやりたいということで、それは計画の
つくりとして基本構想の中にも載っていますし、基本構想は議会でも議決をい
ただいているということですので、それはぜひご理解いただければと思ってお
ります。

議長 先に進みたいと思います。１９、２０はよろしいですね。２１、２２ページ。
松原議員。

２番
松原議員

２番松原です。８４－１の住宅リフォームについてちょっとお伺いしたいんで
すが、このリフォームする要請あって大変よろしいと思いますけども、去年な
んですけども、地震災害があって、いろんなかたちで家を直したいとかという
のが出ると思うんですけども、これだけ件数が変わらないというのが、もうち
ょっと件数というのは予算的にもあるでしょうけども、その辺はどういうふう
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に考えて、優先順位というか、災害受けた人が優先とかそういうことはないと
思うんですけども、その辺の災害あったところのリフォームについてはどのよ
うに考えているかお伺いしたい。

議長 まちづくり課長。

ま ちづ く
り課長

災害のあった方に対するリフォームということについては今のところ検討はし
ておりません。ただ、この制度を使っていただいてリフォームしていただくこ
とについては全然問題ないかなというふうには考えております。それでこの事
業につきましては、外部評価委員のほうからももう少し門戸を広くというよう
なかたちでご指摘を受けておりまして、今現在５０万円の事業費に対して２分
の１ということなんですけれども、これの事業費を４０万円とか３０万円にち
ょっと下げて、小規模なリフォームに対しても補助ができるような要綱改正を
していきたいなというふうに考えておりまして、それとあわせまして補助の上
限が今４０万円なんですけれども、それについてはちょっと下げさせていただ
いて３０万円ということで、そしてその他、一応この事業については３２年度
の時限立法なんですけども、もう少しあとまで延ばそうということで一応３３
年度までは、事業計画に載せているということでご理解いただければなと思い
ます。

議長 ほかございませんか。櫻井議員。

３番
櫻井議員

８５番といいますか、この起業化支援対策事業で１００万円という金額がつい
ているんですけど、この金額については実際、使われているか使われていない
ということじゃなくて、先ほども言ったように５００万円、１千万円の起業を
ね、先ほど産業課の質問のとこで言ったんですけど、何というのかな、目的が
明確でないというか不惑なものに対してもこうやってつくんだけど、起業化支
援対策って本当にこれ１００万円という金額は、実際に起業化するとしたら本
当に微々たるものでなかなか難しいんですよね。だからこういうものにちゃん
とこう継続的にもっと多額の金額をつけていかないと、空き店舗なんかだとか
新規の起業化するだとかという事業がなかなか今後もでき得ないので、こうい
うものに本当は町としてお金をかけるべきで、さっきのがだめだというあれで
はないんですけど、ああいうものに新規事業に１千万円、５００万円と、ポン
ポンポンポン出すよりも、こういうものに積極的に地元のというか、本当に人
口を増やすため、あるいは商業化の人たちを増やすためにという本当に考え方
があるんであれば、こういうものにお金を使うべきだと私は思うんで、その辺、
答弁いただければとは思いますけど、考えていただきたいというのが、一言ち
ょっと、質問の内容がこれに合致しないかとは思いますけどすみません。
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議長 まちづくり課長。

ま ちづ く
り課長

この件につきましては、昨年１２月の定例会でも一般質問出ておりましたので、
今後この補助金のあり方についてはいま一度検討させていただきたいなと思い
ます。

議長 松澤議員。

１番
松澤議員

８４－１の住宅リフォームのことなんですけども、先ほど課長が、門戸を広げ
という言葉だったんですけども、６００万円で１５件だったのが４５０万円で
１５件であれば広げたことにはならないですし、件数が増えていないのでただ
金額が下がっただけのことになっていますので、言っている説明がちょっと合
あわないかなと思うのと、あと先ほど松原議員もおっしゃいましたように約１
００軒の方が家の中の崩壊、少し壊れてしまっている方がいるという現実なの
で、こういうことは我慢もできるんですよね。我慢もできるけど、補助金があ
ればやろうかなという気にもなるお金なので、あと一番最初に言っていたこと
は、町の建設業者さんとかそういう方のお仕事を増やすためということもある
ので、先ほど説明の中で個人のことなんだからと言われたっていうことをおっ
しゃっていましたけど、そういうことではなくて、町の活性化、皆さんの本当
に経済の活性化ということが私は大事なものだったんじゃないかなとも思って
いますので、今年こそ、もし１５件以上増えたとしたら補正でも付けて皆さん
の、地震の後なので、直すことに力を貸していただきたいなと思っております
が。

議長 まちづくり課長。

ま ちづ く
り課長

今の松澤議員のご質問の件でございますけれども、門戸を広げたという言い方、
上限が件数増えていないというのは確かにそうでございまして、ただ使いやす
いようにということで、ある程度低い金額でも利用できるようにしていきたい
なというふうに考えております。ただ昨年の地震で壊れた家も結構あるのでは
ないかということも想定されますので、これにつきましてはちょっと予算のと
きまでに検討させていただきたいと思います。

議長 ほかございますか。井澤議員。

５番
井澤議員

５番井澤です。８９番のファミリーランド施設整備事業のところですけども、
継続的に予算を入れて遊具リストも得るということですけども、一つには遊具
でけがをしたとかそういうことがすぐ報道されますけれども、危険遊具とかそ
ういうことについては、現在問題になっているような箇所はないんでしょうか。
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議長 観光商工課長。

観 光商 工
課長

現在、遊具のリースにつきましては、非常に傷んできたりとか錆びてきている
部分については、バッテリーカーの横の幼児が遊ぶ部分については撤去とかさ
せていただいております。そして新たに、遊具のリースが支払い終わった後に、
また新しいものというのも検討していきたいというふうに考えております。

議長 井澤議員。

５番
井澤議員

同じところで平成３３年パークゴルフ場トイレ新設っていうことですけども、
どこの場所にトイレを新設するのか、またそのトイレに、町内でゲートボール
をやる人が少なくなってパークゴルフの人口が増えているように思いますが、
パークゴルフ場の利用の増加の数字なども捉えた上で、私はそのトイレを新設
でするのであれば、休憩場も必要ではないかと思いますけどその辺についての
お考えいかがでしょうか。

議長 観光商工課長。

観 光商 工
課長

３３年のトイレの新設につきましては、パークゴルフ協会の方と毎年協議を重
ねながら、公設のパークゴルフ場ということでそういうふうにコース指定もさ
れておりますので、やっぱりトイレが必要だということで今回計上させていた
だいております。場所についてはまだ具体的には確定しておりませんけども、
現在仮に置いてあります仮設トイレのあたりが候補地になるかなということで
考えております。利用人数につきましては非常にパークゴルフだけでなく、い
ろいろ天気によって非常に利用人口が変わるということで、昨年の実数見ます
とちょっと下がっているということで、非常に災害の関係もあったんですけど
も全体的にも利用者が落ちてるというふうな捉え方です。

議長 ほかございますか。休憩所というのは。

観 光商 工
課長

新たな休憩場というとこでは捉えておりません。

議長 よろしいですか。２５ページ、２６ページに移ります。なければ２７ページ、
２８ページ。２９ページ、３０ページ。松澤議員。

１番
松澤議員

２９ページ、１１９のバス運営費補助事業なんですけども、単純にちょっとお
聞きしたいんですけども、変更前と変更後の金額なんですけど、１８００万円
で１８００万円なんですけど、昨年度は１９５０万円で変更後が１８００万円
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になっているんですけども、毎年絶対１８００万円以上になるものなんですけ
ども、なぜこう今年は１８００万円の予算というか、そういう書き方になって
いるのかなと思ったんですけども。

議長 まちづくり課長。

ま ちづ く
り課長

この１８００万円につきましては、この計画をつくった時点で前年の金額とい
うことでつくっておりまして、１２月になってから今年度の補助金が上がって
いるということもありまして、これについては予算のほうでは前年同額程度を
計上していきたいというふうに考えておりますけれども、次年度以降、その実
績等にあわせて総合計画のほうは見直していきたいなというふうに考えており
ます。

議長 ほか、なければ３１ページ、３２ページ。３３ページ、３４ページ。四戸議員。

１０番
四戸議員

１０番四戸です。１５０の公営住宅の建設事業について伺いたいと思います。
先ほどの説明では場所を探すため１年先送りになったという説明でございまし
たけども、実はこれずっとずっと先送りになってきているんじゃないかなとい
うふうに私は理解しておりますけれども、副町長の考え方ちょっと伺いたいん
ですけども、副町長がまちづくり課長時代に、私４年前か３年、４年なるのか
な、副町長に本町地区の公営住宅の新築については、高齢者も増えてきたから
山の上より下に下げていただけないかというように話してきたと思うんですよ
ね。それでその後ずっと調査設計というか、プロジェクトの中で町として話さ
れてきたと思うんですけども、特に下に来れば町有地というのはそんなにない
ですから、特に民地、今の民地も協力してくれるというようなところも出てき
てはいたのかなというふうには理解しているんですけども、この辺、来年度に
なってまた先送りということにならないように、本当にこの計画どおりに今後
進めていっていただきたいと思いますが、その辺の考え方はいかがでしょうか。

議長 副町長。

副町長 お答え申し上げます。先ほども福祉施設の整備場所とか、いわゆる本町市街地
の再整備をどうするかというような質問に関連してくるかと思います。今庁内
プロジェクトチームの協議の中では、やはり時間的な差はできますけども、今
の体育館の建て替えもやはり視野に入れるべきだということもございまして、
まだまだ検討は必要ですけれども、体育館をいわゆるコンパクト化から少し離
れたところでも利用者としてはそんなに支障ないかなというふうな今検討もし
ておりまして、そうであればみどりが丘の町有地と言われるところに建てる可
能性も大きいかなというところでございまして、そうなれば本当に大規模に公
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営住宅の移転をしなければならないといなこともございまして、今、大体１棟
２戸、４戸ぐらいですか、年間建てる、多くてそのぐらいの数ですので、そう
いう経過が固まれば、本当にある程度の事業費を投入しながら１０戸とか２０
戸を一気にやってしまうというような、そういうものがないとなかなか市街地
の再整備というのは進んでこないかなというところもございまして、決して今
の老朽化をただただ先送りしているというわけではなくて、そういう将来、整
備しなければならないという方向性をある程度見据えながら、公営住宅をどう
するかと、いわゆる再整備の中に公営住宅の建て替えも当然盛り込まれると。
それもやっぱりこれからの高齢化を見据え、高齢者のための今の上から下への
移動が大変だという実情もありますので、その辺も見込んで、やはりこう公共
施設に併設したといいますか、利用しやすい場所に大規模に整備を図らなけれ
ばならない時もあるかなということで、ちょっとその辺の兼ね合いで検討して
いる途中でございまして、計画としてはこういうことになっておりますけども、
さらにこの辺の変更で、ある程度の事業費投入してやるというような場合もあ
るかなと思いますので、その辺もう少し検討の時間をいただければというふう
に思ってます。

議長 四戸議員。

１０番
四戸議員

よく、理解はできましたけども、もう一つ、前にもそれは言っていると思うん
ですけども、先ほど櫻井議員のほうからも、空き店舗の対策のこともありまし
たよね。当然、商工会、商店としても担い手も高齢化してだんだん少なくなっ
てきてやっぱり町並みも考えてほしいんですよ。土地を持っている人にはそん
な高い値段でなくて協力してもらって、現在は、上の高齢者が助かっているの
は、要するに週に２回むかわ町から移動販売してくれる。上の人はほとんどそ
こで買っているんです、ものを。見てたらね。その分は下で買い物しなくても
いいということになってしまうんですよね。そのお金はどこ行っているかとい
ったらむかわ町へ行っている。だからそういうことも踏まえて、町並みのこと
も考えて商店のことも考えていただいて、それで十分検討していただきたいな
というふうに思っていますのでよろしくお願いいたします。

議長 副町長。

副町長 先ほど櫻井議員のほうからもご質問あったということで、なんとか、商店街の
存続といいますか、新たな起業者も含めて持続可能な商業経営と言いますか、
そういうものを目指していくということは当然なことでありまして、ただいろ
んな制度をやりつつもなかなかその成果が出ないというのが現状でありまし
て、例えば町並の整備と商店街活性化をどうするかということになれば、本当
に大胆に例えば起業化ですと１００万円というのは大変ですけれども、そこで
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本当に起業化としてやれるようなものになっているのかと。かなり多くのリス
クを持ってやっぱり商売やらなくちゃならんということもありますので、例え
ばこう、町がある程度の施設整備をして、ここで例えば試験的に何か月か商売
やってみてはどうだとか、そういうことも町並みの整備とあわせてやるとか、
色んなやり方をやっていかなくてはいけないのかなというふうに思っていまし
て、それから高齢者の買い物も今お話しいただいた実態も承知してるつもりで
すので、その辺本当に町の施策と、例えば商工会の色んな方々のアイデアをい
ただきながら、今までの色んなやり方も反省しながら、これからいろいろ検討
させていただければと思っていますので。それで町並み整備も役場内だけでた
だ議論するのではなくて、やっぱり外にそういったものを向けて、あと色んな
ご意見いただきながら、ぜひ進めさせていただければと思っています。

議長 ほか、井澤議員。

５番
井澤議員

５番井澤です。１４８番の小規模治山事業のところについてお伺いいたします。
ここは３１年度のところで小規模治山事業貫気別丸山地先Ｌ６０メートルとあ
りますけども１９００万円の予算がついております。それで貫気別のこのアブ
シという地区で河岸段丘の下になって額平川の氾濫原にもなる地帯ではありま
すけども、そこがあって段丘が大きいので治山の事業でダムをつくっていただ
いて、それの下流の流路、排水路としての整備をしていただいていて、３１年
度は６０メートルということがあって、そのあとは丸山地先という文章は記述
がなくて予算は２千万円ずつついていますが、ここにつきましては、１０か年
計画の最初の２８年度でやはり６０メーターだったかと思いますけども、工事
がありました。それで、２９年度、３０年については、旭の水口地先の工事の
ためで、道道に大きな横断管を付けるのでその事業のために関連して治山のダ
ムから道路までの間の事業、２年間分、どうしても必要だということで、この
２年間はなくて、またこれで１０か年計画の今、また復活したということです
けども、この計画を見て地先の方が何で来年度以降はこの同じ丸山地先という
言葉がつかないんだということで、そしたらまた、他で必要だというとこの工
事が遅れるのかということと、あともう一つは、今、今年６０メートルですけ
どもその流路について何メートルというふうに町は把握して事業の計画をして
おられるのか、そのような問い合わせがあったものですがそのことについてお
伺いいたします。

議長 産業課長。

産業課長 来年度につきましては、以前電話いただいた通り丸山地先で事業を進めるとい
うことで、振興局にも事業計画書を提出し事業も認められているとこでありま
す。翌年度以降につきましては継続事業でありますけども、まだ振興局から具
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体に許可は下りておりませんので、地域は伏せておりますけども、当然丸山地
先の流路について継続をしていく。ただ現在あそこで流れてくる土砂を止める
ためには、現在の治山ダムのある流路の横、吉田さんの上の部分でありますけ
ども、そこにダムを入れることがベターだというふうに振興局も判断をしてお
りますので、その辺と抱き合わせてどうするのか、３１年度で調査をしながら、
３１年度は流路をやるわけですけども、３２年度、流路の延長がいいのか治山
ダムを入れるのがいいのか、どちらかを検討していくというようなかたちにな
ろうかなと思います。また現在のところでは正式に決まっておりませんので、
名前を伏せているという状態であります。

議長 ほか、松原議員。

２番
松原議員

２番松原です。１４８の地域おこし協力隊の事業で林業施業支援員ということ
でこの状況はどういうふうになっているかお聞かせください。

議長 産業課長。

産業課長 実は林業事業体に協力隊を入れたいということでこの１年やってきたわけなん
でありますけども、正直なところ募集はかけるけれども人が集まらないという
状況であります。現在、自伐林家と言われる方に声をかけているわけなんです
けども、自伐林家というのは高知でスタートしている人たちなんですけども、
つまり、自分で山を切って大きな重機を使わず小さな重機、馬で引っ張るとい
うわけじゃないんですけども、小さな重機で物を出して、それだけで生業とし
てやっていけるという、高知の中島さんが提唱している作業の方法なんですけ
ども北海道ではなかなか進んでいません。現在旭川と後志のニセコ、それと池
田で若干の人たちがいます。でも道内には２０から３０の自伐林家を希望する
方が毎回いますので、来月またシンポジウムがありますから、そのシンポジウ
ムに出かけていってチラシを配ってぜひどうですかという声掛けはしているん
ですけども、なかなか集まってきていないという状況であります。引き続き来
年度も声掛けをしながら、協力隊で募集をかけていきたいなと思っております。

議長 よろしいですか。はい。それでは、３５ページ、３６ページ。３７ページ、３
８ページ。３９ページ、４０ページ。櫻井議員。

３番
櫻井議員

３９ページ、１７７－１の自治体クラウド導入事業って、ちょっとどういうも
のか説明していただきたいんですけど。

議長 総務課長。
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総務課長 お答えをいたしたいと思います。今、役場で個人情報を扱っている税とか、あ
と住民情報のシステムがありまして、それをサーバー、役場だとかふれあいセ
ンターにそういう情報をサーバーとしてためております。ただ、今後はやはり
災害とか地震だとかそういった危険を考えて、クラウドという名前で電算委託
会社のほうに全部を集約する、それは各市町村が加入しているシステムの会社
なんですけども、そういうところに一括管理するという方向で、今、検討いた
しており、それに伴う経費として３２年度から移行していく方向で今検討して
いる経費ということになります。以上です。

議長 櫻井議員。

３番
櫻井議員

既存の情報システムの運用コスト削減と書いてあるんですけど、これはあれな
んですか、クラウドを利用しないというか、このシステム会社というかを利用
しなければもっともっとコストがかかって困るんで５００万円なら安いであろ
うという考え方なんですか。

議長 総務課長。

総務課長 経費の節減と先ほど申しましたように、管理、データの管理ですね、いろんな
役場も地震等で倒壊するということもありますし、可能性ですけど。そういっ
た部分も総合的に考えたらクラウドというかたちのなかで、多くの自治体が加
入しているシステムのなかに入っていく。当然個人情報等の管理は厳重にしな
がらやっていくということで経費面と安全面と両方の検討から、そのような方
向で今検討しているということです。

議長 櫻井議員。

３番
櫻井議員

これちなみにランニングコストというのは一切かからないで、一度こうやって
５００万円を投資すれば、常時、未来永劫とは言わないけど、かなりの長い間
ずっと使用してそれで済むというシステムなんですか。

議長 総務課長。

総務課長 お答えいたします。これ移行の業務の委託料ということで一時的にかかります
が、当然各年の中にはランニングもかかって参ります。それについては経常的
な経費ということで、これまでは、当然この桁まではいかないなかで、例年の
ランニングはかかってくる内容となっております。

議長 それはどのくらいの。
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総務課長 ちょっとランニングの金額については後ほどお答えさせていただきたいと思い
ます。

議長 ほかございませんか。なければ４１ページ、４２ページ。以上で、一般会計を
終わりまして、続きまして水道特別会計の水道会計に移ります。質疑ございま
せんか。なければ、次、４５ページ、４６ページの上段は一部事務組合、衛生
組合となっております。下段の消防組合も含めて、けっこうです。井澤議員。

５番
井澤議員

５番井澤です。４６ページ下段の消防組合のところで、１番のところに内容の
ところで、貫気別分団詰所改修工事とあって２００万円でありますけども、こ
れらは当初予定されてたことのほかに地震等の被害で外壁面が傷んだとかいう
ようなことがありますが、その辺のところで具体的に何をされるのかお教えい
ただきたいと思います。

議長 消防組合署長。

消防署長 井澤議員のご質問にお答えをいたします。平成３３年度におきましては、当初
荷負分団、荷菜分団も含めて、年次計画の中で小規模に改修が予定されていた
部分があります。この中で平成３３年におきましては、分団との協議の中で、
大規模改修もしくは移転というような要望を検討してきたところではあります
けども、その中で今回、地震ということで、集合煙筒の改修と暖房設備の改修
を行っております。今年度３０年度でこの改修を終えた後に、３３年度、２５
０万で載っていましたものを２００万円ということで計上をさせていただいて
おりますが、この内容につきましては階段部分の改修とそれから車庫の中から
２階に上がっていく階段なものですから、これを扉をつけるということで暖房、
それから建物の中ですね、この改修を実施したいというようなことで、分団と
協議を行っているところであります。階段のちょっと経費的には少しはまだ見
積もりが３３年度ですので、完全な見積もりができ上がっておりませんが、階
段とそれから踊り場の上の窓の部分もできればということで要望はいただいて
いる中の財政状況を見ながらの経費計上となっております。今後また２か年か
けてローリングをしながら中身を煮詰めて、改修に向かって精査していきたい
と思っていますのでよろしくお願いいたします。

議長 井澤議員。

５番
井澤議員

５番井澤です。昨日も豊糠で全焼するっていう住宅火災があってサイレンが鳴
りましたので、消防詰所へ駆けつけたわけですけれども、そこで消防団員が集
まって出動の準備をしているところでしたけれども、以前から私自治会の役員
もしておりましたので、消防分野に出入りすることがあるんですけども、昔の
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規格でできたのか、その後消防車が大きくなったのか、大変その消防車の幅と
建物の幅が狭隘でということと、地震のときにもよく潰れなくて消防車も傷ま
なくてよかったなというところがあるので、今後のローリングの中で、検討し
ていただきたいと思うんですけども、移転について検討していただきたいと思
うんですが、昨年の９月の地震のときは、貫気別消防分団、大変活躍していた
だいて住民も安心だったんですけども、貫気別支所との距離がちょっとあるこ
とがやっぱり心配、懸念とかあるので、可能であれば町全体で考えていただく
ことですけども、貫気別支所の隣に整備された分団詰所があるといいなという
のは住民みんなが思うところですけども、中期的ななかでその辺のこともぜひ
考えていただきたいと思いますが、いかがでしょうか。

議長 消防署長。

消防署長 ただいまの質問にお答えをさせていただきます。移転につきましては、平成２
５年、２６年あたりから要望が出ているということで受けております。ただデ
ジタル無線、今の現在の施設の中にはデジタル無線施設の基地局、それから消
防伝達システムの子機、これがあります。それと、広報システムのサイレン吹
鳴装置、それから広報スピーカー、それにあわせてモーターサイレンの鉄塔が
ございます。これらの制御装置が分団の詰所の一室、また車庫内に全て装備さ
れております。これを全て移して貫気別支所のほうに移していただきたいとい
うお話はいただいていますが、全てをやるので概算で計算したところ、大体５
千万円から６千万円、新規にやる場合については１億円に近い金がかかるのか
なと。予算を計上しなければならないのかなということで分団とは協議したん
ですが、さらに大きな問題として、デジタル無線を設置するときに伝搬調査の
中で貫気別支所へ移転することによって、旭方面への電波のロケーションが非
常に悪くなるという部分があって、無線のアンテナについては、今現在の位置
が非常に貫気別、それから本町方面、それから芽生、旭、豊糠との電波のロケ
ーションが一番良い位置であるということから、あそこにデジタル無線の基地
局を設置しております。これを移設しないで今の位置で改修するということに
なるとしたら、今後どうしていったらいいかということは具体的にはまだ話は
煮詰まってない状況のなかで、分団の幹部とできるところを少しずつ改修しな
がら、今後の設備の老朽化を含めて検討していきたいということで話は進んで
おりますが、移転については具体的にその経費の面を含めて、実際に現実には
難しいというようなことで分団の幹部とは協議しているところです。以上です。

議長 よろしいですね。先ほど答弁保留になっておりました件について報告します。
総務課長。

総務課長 先ほど、櫻井議員のご質問にお答えさせていただきたいと思います。現在、役
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場にサーバーを置いて情報の管理をしている現状でのランニングコストは年間
約５２０万円程度かかっております。この自治体クラウドに加入、移行します
と、その経費が約４００万円程度に抑えられる。それで、この加入の時の５０
０万円、計算しますと４年程度でペイ、そのあとは４００万円程度で最初から
いくという経済的にはそういったかたちになっております。それと災害時の安
全性が保たれるというメリットがあるということであります。以上です。

議長 よろしいですか。なければ、以上をもって質疑を受けてきたわけでありますけ
ど、各会計収支計画及び事業実施計画について全般で改めてという点があれば
受けたいと思います。
（質疑なしの声）
ないようですので、以上をもって、第６次平取町総合計画実施計画ローリング
に対する質疑を終了いたします。以上で行政報告を終了します。本臨時会に付
されました事件の審議状況を報告します。議案５件で原案可決５件となってい
ます。以上で全日程を終了いたしましたので、平成３１年第１回平取町議会臨
時会を閉会します。大変ご苦労様でございました。この後大４時３０分から正
副議長室で政策会議を開催いたします。

（閉 会 午後４時２０分）


